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は じ め に   
この手引きは、特定相談支援事業・障害児相談支援事業の事業概要や指定申請手続きの概要を解説したもので

す。   

障害者や障害児に対する障害福祉サービスの分野では、平成 24 年 4 月       等利用計画・障害児支援
利用計画の作成対象者が段階的に拡大され、平成27年4月以降  原則   全  障害福祉     地域相
談支援及 障害児通所支援 利用者 対象     等利用計画 障害児支援利用計画を作成することとなってい
ます。   

このため、川崎市内においても指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の新設・拡充が喫緊の課
題となっております。   
本手引きを御参照いただき、皆様の指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の開設の一助とな

れば幸いです。     

（本手引きをお読みいただく場合の注意点）  
・この手引きでは、特定相談支援事業を中心に制度 概要等の説明 行    詳  内容      関係法令 
告示、通知等を確認いただくか、所管課までお問い合わせください。 
・基本的に障害児相談支援事業についても、特定相談支援事業を準用しますが、詳細は所管課へお問い合わせくだ
さい。 
・本手引きは、指定申請にあたっての手引きで  指定後 相談支援業務 行        本手引きとは別に、他
の各種手引きや「ふれあい ―障害福祉の案内―」等を御参照ください。 

【各事業の所管課】 

特定相談支援事業  ⇒川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 

一般相談支援事業  ⇒川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 

障害児相談支援事業⇒川崎市市民    局   本部   支援部   福祉課
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第１章 相談支援事業について

１ 相談支援事業の種類 

（１）法律上 位置  
障害者 日常生活及 社会生活 総合的 支援     法律（以下 障害者総合支援法       ）  

ける相談支援は、「①基本相談支援」、「②地域相談支援」、「③計画相談支援」「④市町村による相談支援」に分か
れています（詳しくは、次頁「図：相談支援事業の種類」を御参照ください。）。  
      ①基本相談支援   ②地域相談支援      行 事業  一般相談支援事業      ①基本相

談支援   ③計画相談支援      行 事業  特定相談支援事業     す。障害者総合支援法の障害福
祉    又 地域相談支援 利用 当   作成  計画      等利用計画         等利用計画 
作成については、「特定相談支援事業」に位置付けられます。  
計画相談支援を提供し、市から報酬（計画相談支援給付費）の支払いを受けるには、あらかじめ「指定特定相談

支援事業者」 の指定を受ける必要があります。     
また、児童福祉法においては、障害者総合支援法における「③計画相談支援」に相当するものとして、「⑤障害児相

談支援」があります。児童福祉法 障害児通所支援 利用 当   作成  計画  障害児支援利用計画     
障害児支援利用計画 作成  障害児相談支援事業  位置       
障害児相談支援を提供し、市から報酬（障害児相談支援給付費）の支払いを受けるためには、あらかじめ「指定

障害児相談支援事業者」の指定を受ける必要があります。 
なお、指定権者  川崎市長ですので、川崎市に対して申請をしていただきます。

【Q＆A】   
（障害児相談支援に取り組みたい場合） 

（一般相談支援事業［地域移行支援 地域定着支援］に取り組みたい場合）  

（問）一般相談支援事業に取り組みたい場合は、「指定一般相談支援事業者」の指定のみを受ければよいので
すか。  

（答）地域相談支援（地域移行支援 地域定着支援） 支給決定          等利用計画 作成 
必要となるため、「指定一般相談支援事業者」の指定に併せて、「指定特定相談支援事業者」の指定につい
てもご検討ください  指定一般相談支援事業者  指定 川崎市 指定 事務 行         地域
移行支援・地域定着支援の両方を実施するにはそれぞれの指定が必要です(例：地域移行支援  指定⇒
地域移行支援は実施可能ですが、地域定着支援は実施できません）。 

    今後、川崎市において地域移行を推進するためにも、特定相談支援事業と併せて、一般相談支援事業の
指定も受けていただき、地域移行の支援を積極的に実施してくださいますようお願いいたします。 

（問）障害児に取り組みたい場合は、「指定障害児相談支援事業者」の指定のみを受ければよいのですか。 
（答）障害児については、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法に基づく障害児通所支
援のサービスについて一体的に判断することが望ましいことから、基本的には指定特定相談支援事業所及び指
定障害児相談支援事業所の両方の指定を受けてください（平成24年2月20日厚生労働省全国障害保
健福祉主管課長資料より）。 
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【図：相談支援事業の種類】  
①
基
本
相
談
支
援 

地域の障害者等の福祉に関する様々な問題について、障害者、障害児の保護者、介護者からの
相談 応  必要 情報 提供及 助言 行      市町村及 指定障害福祉    事業者
等との連絡調整等 総合的 行    
（※川崎市が委託し 実施    川崎市障害者相談支援      異    。） 

②
地
域
相
談
支
援 

地域移行支援
障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神

障害者  住居 確保  他 地域    生活 移行     活動 関  
相談  他 必要 支援 行    

地域定着支援 
居宅    単身等 生活  障害者  常時 連絡体制 確保  障害 

特性 起因  生  緊急 事態等 相談  他必要 支援 行    

③
計
画
相
談
支
援 

サービス 
利用支援 
（計画作成） 

○支給決定 支給決定 変更前      等利用計画案を作成します。 
○支給決定後 支給決定 変更後  指定障害福祉    事業者等  連絡
調整等 行      等利用計画 作成    

継続サービス 
利用支援 

（モニタリング）

○厚生労働省令 定  期間    障害福祉    又 地域相談支援 利
用状況 検証      等利用計画 見直  行    

○指定障害福祉    事業者等  連絡調整 行  必要 応  利用者 
支給決定 変更    申請 勧奨    

⑤
障
害
児
相
談
支
援 

障害児支援 
利用援助 
（計画作成） 

○支給決定 支給決定 変更前  障害児支援利用計画案 作成    
○支給決定後 支給決定 変更後  指定障害児通所支援事業者等  連絡
調整等 行  障害児支援利用計画 作成    

継続障害児 
支援利用援助
（モニタリング）

○厚生労働省令 定  期間    障害児通所支援等 利用状況 検証  
障害児支援利用計画 見直  行    

○指定障害児通所支援事業者等  連絡調整 行  必要 応  利用者 支
給決定 変更    申請 勧奨    

「一般相談支援事業」   ＝「①基本相談支援」＋「②地域相談支援」 
「特定相談支援事業」   ＝「①基本相談支援」＋「③計画相談支援」 
「障害者相談支援センター」=① ⑤ 実施（※② 地域定着支援         異    ） 

障
害
者
総
合
支
援
法 

児
童
福
祉
法 

障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情
報の提供、障害福祉     利用支援等 行    権利擁護   に必要な援助も行    
川崎市   民間事業者 委託   障害者相談支援       実施      

④
市
町
村
に
よ
る
相
談
支
援 
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（２）川崎市における相談支援体制 
 川崎市においては、前頁 ④市町村   相談支援  民間事業者 委託  障害者相談支援      実施 
ています。 
障害者相談支援センターは、各区に基幹相談支援センター1か所、地域相談支援センター3か所を設置（1区あた

り4か所の障害者相談支援センター）しており、障害種別 年齢 課題 種別 問   ワンストップで一次相談を受
付ける体制を整えています。障害者相談支援          一次相談    障害福祉     利用    
い方への支援 一定程度集中的 支援 必要と考えられる方に対する計画相談支援 行  います。また、基幹相
談支援センターは、地域づくりや地域の相談支援体制強化 取 組 等 行      
なお、障害者相談支援センターでは、委託業務に支障をきたさないよう、計画相談支援・障害児相談支援の実施

件数に上限を設けています（基幹相談支援センターおおむね 40 件、地域相談支援センターおおむね 60件） 

【Q＆A】 
（相談支援専門員が困ったときの相談先について） 

【障害者相談支援センターと特定相談支援事業者の役割イメージ】 
○障害者相談支援センター 
・一次相談窓口として、年齢や障害種別を問わずに相談を受付け 
 障害福祉     利用     方  支援
 一定程度 集中的 支援 必要 考    方 対  計画相談支援

○特定相談支援事業者 
・計画相談支援の中心的な担い手 

（問）相談支援を行    困  場合には、相談支援専門員自身の相談先はありますか。  
（答）基幹相談支援センターでは、地域の相談支援体制強化の取り組みの一つとして、地域の相談支援事業者

に対する支援（面接・訪問・ケア会議への同行・同席や、特定相談支援事業所への訪問等による助言・相
談支援への協力等）を行     。お困りの際にはご相談ください。 
また、各区保健福祉センター障害者支援係・各地区健康福祉ステーション高齢・障害係には CW等が配

置されております。適宜連携をとりながら支援を行  ください。 
   なお、専門的な事柄については、障害者更生相談所・精神保健福祉センター・百合丘障害者センター（障
害者更生相談所・精神保健福祉センターの分室として、多摩区・麻生区を担当）、     川崎在宅支
援室において、相談支援専門員以外の専門職（医師、理学療法士 作業療法士、言語聴覚士 心理職
等）による専門的な評価 支援 行       各機関により専門性や配置されている職種 異    の
で、御確認のうえ、必要に応じてご相談ください。各機関の概要や相談可能な内容につきましては、各機関へ
お尋ねいただくか、「ふれあいー障害福祉の案内ー」等を御参照ください。 
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【】

障害のある人もない人も、お互いを尊重しながらともに支え合う、自立と共生の地域社会の実現へ

障害福祉サービス事業所等特定相談支援事業所地域相談支援センター

基幹相談支援センター

保健福祉センター障害者支援係・
健康福祉ステーション高齢・障害係

日常的なサービス提供場面等

における相談
・障害福祉サービス利用に関する相談

・生活全般にわたる相談

障害種別、年齢、課題の種類

を問わない相談

専門的な評価や

支援 一次相談機関

・基本相談支援
・計画相談支援

連携
連携

・身近な存在の支援者として直接
サービス提供を行うとともに、サー
ビス提供の場面等において適宜相談
を受ける。
・受けた相談を関係者と共有し、
チームで支援を行う。

自立支援協議会

【相談窓口】

・一次相談窓口として広く相談を受
ける

【主な役割】

・相談支援センターや障害福祉サー
ビス等を利用していない方への支
援

・危機介入が必要な方への支援

・複雑な生活課題を抱えている方へ

の支援
・支給決定

・適正な制度運用

・自立支援協議会の運営

【相談窓口】

・一次相談窓口として広く相談

を受ける

【主な役割】

・障害福祉サービスを利用して

いない方への支援

・一定程度の集中的な支援が必

要と考えられる方に対する計

画相談支援、地域相談支援

・自立支援協議会への参画

直接的な支援を行う
身近な支援者

生活全般に渡る支援を
トータルにコーディネート

個別の課題を地域の課題として抽出し、課

題解決に向けた協議を行う

計画相談支援の
流れ・

引き継ぎ（※）

【個別支援計画等】

・必要なアセスメントを更に
深め、本人の願いをかなえ
るために、より具体的な支

援内容を盛り込んだもの。
・事業所内の職員が本人と同
じ方向を向いて支援してい
くべき指針となるもの。

【支援のイメージ】
・当該事業所で提供するサー
ビス等を「深める」支援。

【サービス等利用計画】

・生活全般をアセスメントし、
本人の願いを中心に、生活
や支援の全体像を示したも

のであり、障害福祉サービ
ス等の必要性を示したもの。

・本人含め、複数の関係者が

同じ方向を向いて支援して
いくべき指針となるもの。

【支援のイメージ】

・サービス等を「つなげる」
「広げる」支援。

計画相談支援の
中心的な担い手

二次相談機関

障害者更生相談所
精神保健福祉センター

百合丘障害者センター

れいんぼう川崎

障害者やその家族、

関係者に対して各機

関の専門性に基づい
た評価や支援を実施

サポート

各区における相談支援の
中核的な役割

連携

【上記のほか、以下も主な役割】

・地域づくり（自立支援協議会の運営な
ど）
・権利擁護（虐待の早期発見・防止

、成年後見制度利用支援など）
・地域の相談支援体制強化の取り組み
（相談支援従事者の指導や助言、研修の

企画・運営）
・総合的な相談支援

専門的な

評価や

支援

サポート

社会資源の改善、開発

専門的な評価や支援

など

など

など

※計画相談支援の流れ・引継ぎ
一次相談機関でニーズ把握

⇒（状況により、特定相談支援事業所又は相談支援セン

ターにて計画相談支援実施。相談支援センターで実施した

場合は、状況を評価して特定相談支援事業所へ引き継ぐ）

相談支援センターによる計画相談支援の実施は

個別の状況に応じた一定期間

身近な行政機関

障害福祉サービスを利用していない 既に障害福祉サービスを利用している

アウトリーチ

専門的な
評価や支援

地域の身近な相談窓口

川崎市の相談支援体制イメージ（障害者） 平成 27年 2月
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２ 計画相談支援・障害児相談支援の概要  

（１）計画相談支援・障害児相談支援の対象サービス 
平成 24 年 4 月 行   障害福祉     支給決定     見直     障害福祉サービス、地域相談
支援及び障害児通所支援（以下「障害福祉サービス等」といいます。）利用時は、    等利用計画・障害児
支援利用計画（以下     等利用計画等       ）が必要になりました。 

【計画が必要となるサービス】 

【Q＆A】    
（計画相談支援 例外）

（１種類 障害福祉      利用     場合）

≪障害者総合支援法のサービス≫ ※地域生活支援事業  利用の場合には、対象外。 
〇介護給付…………居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 短期入所 重度障害者等包括支援 

療養介護 生活介護  施設入所支援  
〇訓練等給付………自立訓練（機能訓練 生活訓練 宿泊型自立訓練） 就労移行支援 就労継続支援

（Ａ型、Ｂ型）、共同生活援助（グループホーム）  
〇地域相談支援……地域移行支援 地域定着支援
≪児童福祉法のサービス≫ 
〇障害児通所支援…児童発達支援 医療型児童発達支援 放課後等       保育所等訪問支援

※地域生活支援事業・・・地域活動支援センター、移動支援、日中一時支援等 

（問）計画相談支援を実施しない場合はあるのですか。  
（答）計画相談支援を実施しない場合は、主に３種類あります。 

①指定特定相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合（セルフプランの場合） 
②介護保険によるケアプランが作成されている場合（ただし、障害福祉サービス固有のものと認められる
行動援護 同行援護 自立訓練（生活訓練） 就労移行支援 就労継続支援等 利用  場
合は必要です。）     

③障害児相談支援 利用    場合（計画相談支援 障害児相談支援 両方 対象   場合
   計画相談支援 関  報酬算定 不可     ）

   上記    障害福祉     利用   場合も計画相談支援の対象とはなりません。 
   （例） 地域生活支援事業  利用  場合（地域活動支援     移動支援 日中一時支援

等） 
          保健医療       利用  場合（診察      訪問看護等） 

（問）    １種類 障害福祉      利用          利用者      計画相談支援 必要
       （例：短期入所  等） 

（答）（前問    例外 除 ）必要  。
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（２）計画相談支援・障害児相談支援の必要性 
  計画相談支援・障害児相談支援（以下「計画相談支援等」といいます）の必要性については、次のように整理 
ることができます。 

 全  利用者    計画相談支援等 行      原則   趣旨 （厚生労働省資料 基 作成）

【経過】 
これまで、障害者ケアマネジメントの必要性や相談支援の体制等の重要性については、「障害者ケアガイドライン」

報告書（平成14年 3月31日）（障害者ケアマネジメント体制整備検討委員会）により提言されて、その後、
＊社会保障審議会障害者部会報告書（平成 20年 12月 26日）においても大きく取り上げられてきた。 

【趣旨】＊報告書の記載事項 整理    次     （平成 26年 2月 27日付 厚生労働省事務連絡）
（1）障害児者 自立  生活 支         抱  課題 解決 適切     利用 向    細か

 継続的 支援 必要          定期的          行 体制 求      

（2）障害児者     専門的 知見 持  担当者         活用       幅広 組 合   
利用      選択肢 拡大       

（3）可能 限 中立 者  専門的 観点  一貫           行       市区町村 支給決定
 裏付 又 個別      支援 内容 評価 第三者的 観点  行    可能     

【目指すもの】 
○各市区町村（わがまち）に住んでいる障害福祉サー  等 利用         対   時  近  深 寄
 添  時  遠   見守        相談支援専門員    専門職 身近   体制 整     

○そして、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを目指すこと。 

    等利用計画等はツール 
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障害者ケアマネジメントの必要性については、障害者ケアガイドラインにおいて、次のように述べられていますので、一部
を抜粋します。 

       等利用計画 必要性           等利用計画作成       （日本相談支援専門員
協会発行）」において、次のように述べられており、こちらも一部を抜粋します。 

「障害者ケアマネジメントの必要性」 
○障害者 地域 支援 受     際  地域       広 偏在            利用    状況
にある。したがって、障害者が地域で生活することを支援するためには、生活ニーズに基づいたケア計画にそって、
複数のサービスを一体的・総合的に提供する必要がある。 

○障害者は、地域で自分らしく主体的に生活することを望んでおり、単に福祉サービスを提供するだけでなく、障害
者         図 観点  福祉 保健 医療 教育 就労等 様々      提供  必要    障
害者ケアマネジメントは、このような観点からケア計画を作成してサービスを提供する方法であり、様々な生活上の
課題   中  自 希望  生活 模索    障害者 地域生活 支援       障害者      
   援助方法 不可欠    

○障害者がさまざまなサービスを受けようとするとき、障害者の生活ニーズに合ったサービスが求められている。障害者
 生活    合          提供   場合       提供者 調整  適切      提供  
るよう働きかける必要がある。その際に、障害者自身がサービス提供者と調整するのが難しかったり、自分自身の
意思を伝えられなかったりすることによって、障害者の抱えている課題が解決されないこともある。障害者ケアマネジ
     障害者 権利擁護 観点 立   生活    社会資源 適切 結    機能    いる。障
害者の自己決定・自己選択を尊重するためにも、障害者ケアマネジメントの援助方法を導入する必要がある。 

（「障害者ケアガイドライン 平成 14年 3月 31日厚生労働省   一部抜粋）

     等利用計画 必要性 
    等利用計画 必要性       (1)利用  立場（障害者 家族） (2)提供  立場（事業

者）、(3)支給決定  立場（行政） (4)地域全体 立場  考      

１．ニーズに基づいた本人中心の支援を受けられる  
ノーマライゼーションの実現に向けて、多くの障害者が住み慣れた地域社会で普通の生活を営み、活動できること

を望んでいます。しかし、障害者が地域で生活をしようとすると、さまざまな困難に直面します。移動やコミュニケーショ
  困難  置   状況等    障害者 自 的確      利用 ていくことに困難を抱えている場合が多
          特  地域       資源 広 散在       自分 利用        資源  
  情報 得  自分 利用 手続 行       至難 業       困難 考    障害福祉    
等 幅広 情報 提供 受  活用       等    懇切丁寧 説明 受  望 生活 含 必要  
          受  利用計画    複数     等 調整 受  一体的 総合的      提供  
ることにより、真の障害者のニーズに基づく本人中心の支援を受けることが可能となるでしょう。   
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【Q＆A】 
（    等利用計画 個別支援計画）

２．チームによる質の高いサービスが提供できる  
障害者      幼児期  学齢期 成人期 老年期                   支援者 関係機

関等      変化           等利用計画          通  切 目  支援       可
能     利用            福祉 保健 医療 教育 就労 住宅 司法等 幅広 領域    
                     多様           適切 調整      各領域 共通言語   
    等利用計画 不可欠       等利用計画         領域 超      プローチや協働に
よる支援が可能となります。また、計画に基づく支援は Plan→Do→Ｃheck→Action というプロセスであり、この過
程を通して質の高いサービスを提供することができるようになります。  

３．サービス提供（支給決定）の根拠となる  
    等利用計画          手法 活用  障害者 生活実態     置     状況    

メントして、障害者本人の望む生活への意思を尊重して作成するものです。従来、どのような障害者に、どのような種
類       量      提供         基準 不明確        等利用計画案  障害者 生
活実態 望 生活等     明        実現           種類      量      必要
         明            意味      等利用計画案  支給決定 含  ービス提供の根
拠          等利用計画案          （根拠） 基   支給決定及     提供 行  
ることになります。特に、フォーマルサービスには公費が支出されていることを考えれば、市町村、都道府県、国にとっ
      等利用計画 財政支出 根拠        

４．地域全体のサービス充実の契機となる  
    等利用計画 作成及 作成        等調整会議等 通   地域 量的 不足      

ビスやそもそも存在していないサービス等についての気づきが生まれます。このような個別のサービスの課題から地域全
体      課題  認識  発展        自立支援協議会等 検討  障害者計画等 反映   
      地域    障害者     充実 結         考        意味      等利用計
画は、地域全体のサービスを充実させていく契機となるものです。 

（     等利用計画作成        日本相談支援専門員協会」より一部抜粋） 

（問）サービス等利用計画 個別支援計画の違いを教えてください。  
（答）    等利用計画      相談支援専門員  総合的 援助方針 解決   課題 塔   最
 適切      組 合  等    検討  作成します。一方、個別支援計画については、サービス管
理責任者      等利用計画    総合的 援助方針等 踏   当該事業所 提供       
適切 支援内容等    検討  作成するものです。詳しくは次頁を御確認ください。 
相談支援専門員 ､他      個別支援計画     等利用計画  間 齟齬         ビ

ス提供事業者と計画の内容について調整する必要があります。 
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●    等利用計画等と個別支援計画の関係

○     等利用計画等については、相談支援専門員が、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏ま
え 最 適切      組 合  等    検討  作成 

○ 個別支援計画          管理責任者      等利用計画    総合的な援助方針  
等 踏   当該事業所 提供       適切 支援内容等    検討  作成 

指定特定相談支援事業者等 

・障害者の心身の状況 
・その置かれている環境 
・日常生活の状況 
・現に受けているサービス 
     利用 意向
・支援する上で解決すべき課題 
・その他 

ア
セ
ス
メ
ン
ト

・生活に対する意向 
・総合的な援助の方針 
・解決すべき課題 
      目的（長期 短期）
・その達成時期 
      種類 内容 量
     提供 留意事項

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等

・置かれている環境 
・日常生活の状況 
 利用者 希望  生活
・課題 
・その他 

ア
セ
ス
メ
ン
ト

    等利用計画 受   
自らの障害福祉サービス事業所の
中での取組について具体的に掘り
下げて計画を作成するよう努める。 

個
別
支
援
計
画

・障害福祉サービス等に加え、保健医
療       他 福祉     
地域住民 自発的活動等も計画
に位置づけるよう努める。 

・複数サービスに共通の支援目標、複
数     役割分担 利用者 
環境調整等、総合的な支援計画を
作る。 

サービス事業者 

サービス事業者 

サービス事業者 
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（３）計画相談支援等及 支給決定 流 

平成 24 年 4 月 支給決定     見直     下図 ように障害福祉サービス等 支給決定 行      
なりました。  

［図：支給決定プロセス］ 

具体的には、以下のような流       

① 受付・申請及 利用契約
保健福祉センター・健康福祉ステーション（以下「保健福祉センター等」といいます。）は、障害福祉サービス等

の利用 希望  障害者又は障害児の保護者（以下「障害者等」といいます。）からの申請を受付けます。保健
福祉センター等は、    等利用計画案 障害児支援利用計画案（以下     等利用計画案等」といいま
す。） 提出依頼 行   （     等利用計画案 障害児支援利用計画案提出依頼書  渡 ）。 
保健福祉    等      等利用計画案等の提出を求められた障害者は指定特定相談支援事業者・指

定障害児相談支援事業者（以下「指定特定相談支援事業者等」といいます。）     等利用計画案等の
作成を依頼します。障害者等と指定特定相談支援事業者等は計画相談支援・障害児相談支援（以下「計画
相談支援等」といいます。） 提供    契約 行    

（※障害者等は、希望する場合には指定特定相談支援事業者等 契約 行    指定特定相談支援事業者
等以外 方 作成      等利用計画案等（「セルフプラン」といいます。）を提出することもできます。セル
フプランの場合には指定特定相談支援事業者等 契約 行 ず、計画相談支援等の対象にもなりません。） 

② 障害支援区分の認定 
保健福祉センター等が障害者の障害支援区分（6 段階） 認定 行    なお、訓練等給付（介護の提

供 必要           除   ）   場合   調査  実施  障害支援区分 認定 不要   

障

害

支

援

区

分

の

認

定 

↑ 
① 

↑ 
② 

↑ 
③ 

↑ 
④ 

↑ 
⑤ 

↑ 
⑥ 

受
付
・
申
請
及
び
利
用
契
約 

サービス利用支援 

（この一連のプロセスを経た後に 

「サービス利用支援費」を請求できます） 

継続サービス利用支援 

（モニタリングを行った後に

「継続サービス利用支援費」

を請求できます） 



13 

※障害児の場合には、原則   障害支援区分認定 行    。    場合    別 調査 行       
す。 

③     等利用計画案等の作成 
指定特定相談支援事業者等は、障害者等 置     状況 障害福祉    等 利用 関  意向、

障害支援区分等を勘案し、障害者等 利用  障害福祉    等 種類 内容等 定      等利用
計画案等（     等利用計画案 内容 を参照してください。）を作成します。 
作成後は、障害者等へ渡し、障害者等が保健福祉センター等へ提出します（ただし、障害者等 了解    

指定特定相談支援事業者等から保健福祉センター等へ直接提出することも可能です）。作成にあたっては以下
 点 留意  ください。 

     等利用計画案等の内容】  
１ 利用者及   家族 生活 対  意向
２ 総合的な援助の方針  
３ 生活全般の解決すべき課題  
４ 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期  
５ 福祉    等 種類 内容 量
６ 福祉    等 提供  上  留意事項
７ モニタリング期間 

 留意点 
 利用者の希望等をふまえて作成するよう努めなければならない。 
・継続的かつ計画的 保健 医療 福祉 就労支援 教育等（以下 福祉サービス等」という。） 利用 行 
              （継続 困難      必要性 乏  福祉    等 利用 助長     
ないようにすること）。 
     等利用計画等   保健医療     地域生活支援事業等、障害福祉サービス以外のサービスや当
該地域住民   自発的 活動       等 利用 含  計画 位置         総合的 計画 
なるよう努めなければならない。 
 利用者等        選択 資     当該地域 障害福祉    事業者等 関       内容 
利用料等 情報 適正 提供          
・特定 福祉    等 事業 行 者 不当 偏  情報 提供         利用者等 選択 求    
  同一 事業主体 福祉             等利用計画案等を最初から提示することがあってはならな
い。 
              利用者 居宅等（計画相談支援  居宅 障害者支援施設等 精神科病院  障
害児相談支援  居宅 ） 訪問  利用者及   家族 面接            場合 面接 趣旨 
十分 説明  理解 得              面接技法等 研鑽 努     重要    
     等利用計画案等      内容 利用者又   家族 説明  文書   同意 得  利用者等
に交付する。 
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④ 支給決定 
保健福祉センター等      等利用計画案等（セルフプランの提出も可） 厚生労働省令 定  事項を

勘案して障害者等 対  支給決定 行    
   提出 受      等利用計画案等が支給決定基準 乖離      「非定型の支給決定」としてサ

   調整会議（及 市審査会）    必要量等 検証 上 必要 認    範囲内 支給決定 行  
す。 
         等利用計画案等 作成         基準 超過 有無     確認     必要

です。計画作成時には、基準について各区保健福祉センター等へお問い合わせください。サービス調整会議は各区
    概 月１回程度 市審査会 月１回実施     。開催日程についても各区保健福祉センター等へ
確認してください。 

⑤ 支給決定後の    等利用計画等作成 
支給決定後、指定特定相談支援事業者等が、サービス担当者会議の開催等により、当該    等利用計画

案等の内容について説明 行 、福祉サービス等の担当者   専門的 見地   意見 求      等利用
計画等（    等利用計画案 内容 加   福祉    等 利用料  福祉    等 担当者  記載  
もの） 作成  利用者等 渡          等利用計画等の写しを保健福祉センター等へ提出します。 
指定特定相談支援事業者等 行  ③⑤     等利用計画等 作成 係 一連           利

用支援 障害児支援利用援助（以下     利用支援等 ）」といいます。支給決定後の    等利用計画
等の作成にあたっては 以下 点 留意  ください。 

 留意点 
・各サービスが共通の目標を達成するための具体的なサービスの内容について、サービス担当者会議の開催等によ
  当該    等利用計画案 内容    説明 行      専門的 見地   意見 求     重要
       複数職種間 直接 意見調整 行 必要 有無    十分見極  必要    
     担当者会議等 踏   計画 内容     利用者又   家族 説明  文書   同意 得  
利用者等及 福祉    等 担当者 交付     福祉    等 担当者 計画 交付  際   当
該計画の趣旨及び内容等について十分に説明し、各担当者が自ら提供する福祉サービス等の当該計画におけ
 位置   理解      配慮  必要    
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⑥ 継続    利用支援（一定期間ごとのモニタリング） 
   支給決定後も一定期間ごとに、指定特定相談支援事業者等により、モニタリン  実施  計画 見直  行  
その結果に基づき、必要 応  利用者 支給決定 変更申請 行   奨励     モニタリング実施後にはモニ
タリング報告書を作成し、保健福祉センター等へ提出します。これらのモニタリングに係る一連のサービスを「継続サービ
 利用支援 継続障害児支援利用援助（以下 継続    利用支援等 ）」といいます。実施にあたっては以下
 点 留意  ください。 

      支給決定 変更申請 行  至  際   改      等利用計画案等が必要となりますので、サービ
 利用支援 実施  ください。 

（※       場合         不要   ）

［モニタリング期間の考え方］ 
モニタリング期間については、保健福祉センター等が、指定特定相談支援事業者等の提案を踏まえて以下の

「ア 勘案事項」及び「イ 期間」を勘案して、個別の対象者ごとに設定します。 

ア 勘案事項  
ａ 障害児者の心身の状況  
ｂ 障害児者の置かれている環境  
・ 地域移行等   住環境 生活環境 変化 家族 入院 死亡又 出生等   家庭環境 変化 
       （乳幼児期  学齢期  移行 就労  移行等） 変化 有無 等 

ｃ 総合的な援助の方針（援助の全体目標）  
ｄ 生活全般の解決すべき課題  
ｅ 提供されるサービスの目標及び達成時期  
ｆ 提供        種類 内容及 量
ｇ      提供  上  留意事項

イ 期間 
下記 ａ ｄ 掲  期間  標準       保健福祉    等 次 標準期間      障害者

等 状況 応    ２ 月    ３ 月     在宅     利用者  １年      等柔軟に設定す

 留意点 
 利用者 有  解決   課題 即  適切      組 合   利用者 提供 続     重要  
       相談支援専門員 利用者 解決   課題 変化 留意     重要        等利用
計画作成後      利用者及   家族     提供事業者等  連絡 継続的 行          
 等利用計画 実施状況 解決   課題 把握 行  
 必要 応      等利用計画 変更 福祉    事業 行 者等  連絡調整等 行      支給決
定 必要 場合  利用者 対  変更申請 勧奨 行  
 解決   課題 変化      提供事業者等   把握      多      緊密 連携 図  円滑
 連絡 行     体制 整備 努          
 保健福祉    等 定        期間    利用者 居宅等（居宅 障害者支援施設等 精神科病
院。障害児相談支援  居宅 ） 面接 行    
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ることが可能である。具体的には、指定特定相談支援事業者等      等利用計画案等において、個々
のサービスの効果・必要性を判断すべき時期を設定した上でモニタリング期間の提案をしたものを踏まえ、保健福
祉    等 設定      標準期間     設定 行 場合     根拠 必要性 明確   上 
設定することが必要である。 
一般的   状態 不安定 障害福祉    事業者等 連絡調整等 頻回 行         場

合等       期間 短      予想   逆 状態 安定    場合等       期間 長   
ことが想定される。 

ａ 新規 居宅介護 重度訪問介護 同行援護若   行動援護 支給決定 受  者又 自立訓練
（機能訓練） 自立訓練（生活訓練） 宿泊型自立訓練 就労移行支援若   就労継続支援Ａ型
 暫定支給決定 受  者又 支給決定 変更        種類 内容又 量 著  変動    
者  
→ １か月（毎月）ごと  
（    当該支給決定 暫定支給決定又 支給決定 変更 係 障害福祉     利用開始日
  起算  ３ 月間 限       場合  新規   障害福祉    自体 新規利用 指   
  計画相談支援 新規       留意 ）

ｂ 療養介護 重度障害者等包括支援及 施設入所支援 除 障害福祉     利用  者又 地域
定着支援 利用  者（    ａ 掲  者 除  ）   次 掲    
→ １か月（毎月）ごと 
(a) 障害者支援施設   退所等 伴  一定期間 集中的 支援 行    必要   者  
(b) 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サー

  事業者等  連絡調整 行    困難   者
(c) 重度障害者等包括支援 係 支給決定 受        者

ｃ 療養介護 重度障害者等包括支援及 施設入所支援 除 障害福祉     利用  者 地域定
着支援 利用  者（    ａ及 ｂ 掲  者 除  ） 地域移行支援 利用  者（ａに掲げる
者を除く。） 若   障害児通所支援 利用  障害児
→ ６か月ごと  

ｄ 療養介護 重度障害者等包括支援 施設入所支援 利用  者（ａ 掲  者及 地域移行支援 
利用  者 除  ）
→ １年  

※    等利用計画案等     等利用計画等及びモニタリング報告等の様式は、「障害福祉情報サービス
かながわ」へ掲載しています。 

（「障害福祉情報サービスかながわトップページ」⇒「書式ライブラリ」⇒「３．川崎市からのお知らせ」⇒ 
「３．新規指定申請様式等 （相談支援事業）」 
https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=99&topid=3 
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（４）計画相談支援開始 流 （18 歳以上のみ）

計画相談支援の流れ①

【新規・変更・更新】制度案内チラシの「サービス等利用計画の作成について（ご案内）」を使用して制度説明

障害福祉サービス等の申請受理

計画相談支援開始の流  下図のとおりです。なお、平成 28年 3月 31日までの経過的な措置として、計画相談
支援の実施が困難な場合、保健福祉センター等において    等利用計画（厚生労働省が示す「代替プラン」に相
当するものであり、本市においては「経過的セルフプラン」といいます。）を作成します。 

※１ 「一定程度の集中的な支援が必要な場合」の想定例

・危機介入は要しないが、ニーズが明らかでなかったり、複数のニーズを抱えており、一

定の調整や支援を要する場合。

・生活の立て直しが必要な場合。

※２ 「一定程度落ち着いて生活している」の想定例

・既にサービスを継続的に利用し、関係機関による支援体制が構築されており、必要な

支援が提供されている場合。

・短期入所や通所系のみ利用、又は、訪問系サービスの支給量が国庫負担基準内の場

合（ただし、一律に判断するのではなく、生活状況を確認したうえでの判断が必要）。

※３ 「相談支援センターへつなぐ」想定例

【基幹相談支援センター】

・複雑な生活課題を抱えている場合（虐待、多問題家族、支援関係がとりにくい、など）。

【地域相談支援センター】

・支援者側と支援関係を築ける場合。

・本人や家族が希望している場合。

※４ 「セルフマネジメントによるセルフプラン」の作成支援において想定される例

・制度や各種社会資源に関する情報提供、及び計画作成やサービス調整等に関する支援等

※５ 相談支援センターの支援終了にあたっては、計画が妥当であったか、設定した目標の達成状況

やサービスの利用状況、利用者や家族の満足度はどの程度であったか、ニーズは満たされたの

か、新たなニーズと支援の再設定の必要性等を勘案する。相談支援センターの支援が終了する

対象者に対しては、相談支援センターによる継続支援は一旦終了しても、相談は随時可能なこ

と、継続支援の再開も可能であることを伝える（契約は終了し、登録は継続）。

計画相談支援の流れ②

2
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（５）計画相談支援等の提供に伴う報酬（計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費）とその請求方
法 

    等利用計画等の作成やモニタリングに要する費用は、法定代理受領    川崎市から指定特定相談
支援事業者等に報酬 支給   原則   利用者負担 生    。  
ただし、指定特定相談支援事業者等が、通常の実施地域以外で計画相談支援等 行  場合   事前 利
用者 同意 得    利用者  交通費 支払  受  場合      

① 報酬算定に当たっての基本的な考え方 
 ア     利用支援費 障害児支援利用援助費（以下     利用支援費等     ）及 継続    利
用支援費 継続障害児支援利用援助費（以下 継続    利用支援費等     ）  月額報酬   同
一 月 複数回行          利用支援費等     1,606単位 継続    利用支援費等   
ては 1,306 単位しか算定することができない。 

 イ 同一 月 継続    利用支援等 行  結果     利用支援等 行  場合  継続    利用支
援費等 算定       利用支援費等   算定   月     場合 同様 

 ウ     利用支援等 行  後 同一 月 継続    利用支援等 行  場合      利用支援費等
及 継続    利用支援費等 両方 算定    

エ     利用支援費等  障害福祉    等 適用年月日 属  月 提供分   算定   

② 報酬（計画相談支援給付費）の概要 
※1単位＝10.66 円     金額 平成 27 年度 見直しが行     

サービス内容 報酬 算定要件 

１     利用支援費等 1,606単位／月 
    利用支援等 行  場合 算定（※１ 
４）。 

２ 継続    利用支援費等 1,306 単位／月 
継続    利用支援等 行  場合 算定（※
１ ４）。 

３ 
居宅介護支援費重複減算
（Ⅰ） 

▲703 単位／月 

介護保険制度       作成     利用者
    要介護１ ２ 者 対   居宅介護支援
 一体的     利用支援又 継続    利
用支援 行  場合  １及 ２ 所定単位数 
ら減算（※５）。 

４ 
居宅介護支援費重複減算
（Ⅱ） 

▲1,004 単位／月 

介護保険制度       作成     利用
者    要介護３ ５ 者 対   居宅介護
支援 一体的     利用支援又 継続   
 利用支援 行  場合  １及 ２ 所定単位
数から減算（※５）。 
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５ 介護予防支援費重複減算 ▲112 単位／月 

介護保険制度       作成     利用者
のうち、要支援１・２の者に対して、介護予防支援
 一体的     利用支援又 継続    利
用支援 行  場合  １及 ２ 所定単位数 
ら減算（※５）。 

６ 特別地域加算 ＋15／100 
利用者  厚生労働大臣 定  地域（離島 
豪雪地帯等。川崎市は対象外。）に居住している
場合に、１及び２の所定単位数に加算。 

７ 
利用者負担上限管理加算 
（月 1回 限度）

150単位／回 
指定特定相談支援事業者  利用者負担合計
額 管理 行  場合 加算。 

※１ 障害福祉     障害児通所支援 両方 利用  場合 両方  障害児支援利用計画  位置付け
られるため、障害児相談支援対象者に対して計画相談支援 行   障害児相談支援 支給決定 受  
「障害児支援利用援助」及び「継続障害児支援利用援助  算定    

※２ 同一 月 継続    利用支援等 行  結果     利用支援等 行  場合  継続    利用
支援費等 算定       利用支援費等   算定       継続    利用支援等 行  結果 
    等利用計画 作成     一連 流  行   る場合は、計画作成のアセスメントのプロセスを継
続    利用支援等 行       月     場合 同様 継続    利用支援費等 算定   
    利用支援費等   算定    
障害福祉    等 支給決定等 有効期間 終期月等     継続    利用支援 行  結果 
支給決定等 更新等 申請     同一 月 当該申請 係     利用支援等 行  場合    
   等利用計画作成 一連 支援        継続    利用支援費等 算定       利用支
援費  算定          障害福祉     有効期間終了 伴 期間更新    利用者負担適
用期間 更新       留意  ください。 

※３ 障害福祉    等 支給決定等 当       利用支援等 行  後 同一 月 当該支給決定等
 係      利用状況 検証     継続    利用支援 行  場合       利用支援費等
及 継続    利用支援費等の両方を算定できます。  

※４ 継続    利用支援費等      受給者証 記載         期間   継続    利用支援
等を実施する場合に算定します  対象者 不在   等   得  事情により当該期間ごとに設定された
継続    利用支援等 実施予定月 翌月    場合  当該翌月     継続    利用支援費
等を算定することができます。この場合、当該翌月をサービス提供月として算定します。 

※５ 同一 事業所                等利用計画 作成者 異  職員     減算はしません。
なお、この減算は計画相談支援のみです。 
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③ 報酬算定に係る一覧表 

想定されるパターン 
算定可能な給付費 

    利用
支援費等 

継続サービス 
利用支援費等

１ 障害福祉サービス等の新規の場合 〇 × 

２ 

障害福祉    等 新規又 変更  3 ヶ月間毎月モニタリング実
施となった場合の新規開始月又 変更開始月の報酬算定（サービ
 利用支援等 行  後 同一 月 継続    利用支援等実施
した場合） 

〇 〇 

３ 
モニタリング対象月にモニタリングを実施し、障害福祉サービス等の変
更 更新 無 場合

× 
〇 

※やむを得ない場合に
は対象月の翌月でも可

４ 
モニタリング対象月にモニタリングを実施し、障害福祉サービス等の変
更 更新 行 場合（月     場合 同様）

〇 × 

５ 
      対象外 月  障害福祉    等 変更 必要性 生
  変更申請→変更決定     場合

〇 × 

６ モニタリング対象外の月に、モニタリングを実施した場合 × × 

新規 
決定 

 報酬算定 具体例 
例  ６月誕生日 利用者  8 月  新規 身体介護 利用開始（支給決定有効期間８月 1日 6
月 30日）       頻度 ６ 月   新規   ３ 月間毎月実施（8月 10 月）、3月 1
日  身体介護 支給量 増量  場合 一連 流 

継続サービス 
利用支援開始月 
（12月） 

9/1 

サービスの変更 必要性 
生じ、計画が必要となり、
    利用支援 実施 
サービスは 3/1 より変更 
なり、    利用支援費
は 3 月提供分の算定。 

10/1 

モニタリング実施後に
    利用支援実
施となるため、報酬算
定      利用
支援費のみ。 

11/1 

    利用支援費 8月提
供分、継続    利用支援
費は8月 10月提供分の算
定。8 月のみ、    利用支
援費等と継続    利用支
援費の両方を算定。 

12/1 3/1 

○計・・ 計画作成（    利用支援）
○モ          （継続    利用支援）

2/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 

○モ ○モ  ○モ  ○モ  ○モ  

変更決定 
（増量） 

1/1 

更新 
決定 

○計 ○計 ○計
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④ 請求   流 

川崎市に対する報酬（計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費） 請求  神奈川県国民健康保険団
体連合会（以下「国保連」といいます ） 経由  電子請求   行     請求事務      下記 流  
  行     

時 期 概 要 内 容 
当 月 サービス提供月 ○    利用支援費等は、    等利用計画案等作成後に障害福

祉サービス等の支給決定を受けた後、サービス担当者会議等を踏まえた
サービス等利用計画等 作成  利用者  文書   同意 得 、保
健福祉センター等へサービ 等利用計画等を提出することによって請求
することが可能となります。 
川崎市においては、このサービス提供月は、当該障害福祉サービス等
の適用年月日が属する月としています。なお、計画作成日  適用年月
日と同日にしてください。 
（例：     新規 7/1   利用 場合       利用支援費

等を 7月提供分として請求。） 
○継続    利用支援等費は、支給決定時に定められたモニタリング頻
度 従  、該当月に実施し、モニタリング報告書を保健福祉センター等
へ提出した上で、当該月提供分として請求してください。ただし、モニタリン
 実施後      利用支援等を実施する場合は除きます。 

翌 月 請求・審査月 国保連を経由して川崎市に電子請求（10 日   請求） 行    
請求内容について、審査 行 請求内容 誤    場合   請求 
修正等が必要となる場合があります。 

翌々月 支払月 国保連から指定口座に対して報酬が支払われます。 

電子請求の手続きに必要となるＩＤ       発行等       川崎市から指定特定相談支援事業者等の
指定 行   後 国保連  連絡      
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３ 相談支援専門員について 

指定特定相談支援事業所等 行   基本相談支援 計画相談支援等の業務については、「相談支援専門員」
が担当します。相談支援専門員となるには、(1)一定の実務経験（実務経験等の区分に応じて 3 10 年以上）  
（2）相談支援従事者研修 修了、の２つの要件を満たす必要があります。  

（１）相談支援専門員となるために必要な一定の実務経験 
相談支援専門員となる実務経験については、国が告示で定めている区分ごとに 3 10 年以上 実務経験 必要

となります（詳しい実務経験の範囲は下表を御参照ください。）。    実務経験 有無  指定申請 更新申請
及 変更届出 提出する際に、過去 勤務    事業所等 発行  実務経験証明書    確認 行    
実務経験     不明 点  関係告示 御確認いただくか、所管課へお問い合わせください。 

（相談支援専門員の実務経験） 
業務の種類 業務の範囲 必要経験年数

①
相
談
支
援
業
務

イ 平成 18年 10月１日において、下記に掲げる事業等に従事しており、  
平成 18年９月 30 日までの間に相談支援に従事した者  

障害児相談支援事業  
身体障害者相談支援事業  
知的障害者相談支援事業  
 障害児（者）地域療育等支援事業
・市町村障害者生活支援事業  

精神障害者地域生活支援センター 

３年以上 

ロ 相談機関等において相談支援業務に従事する者  
障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業  
知的障害者支援事業  
児童相談所  
身体障害者更生相談所  
精神障害者地域生活支援センター  
知的障害者更生相談所  
福祉事務所  
保健所  
市町村役場  
その他これらに準ずる施設 

５年以上 

(1)一定の 
実務経験

(2)相談支援従事者研修 修了
（初任者研修修了後 一定期間   現任研修 修了）

相談支援専門員 + = 
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業務の種類 業務の範囲 必要経験年数

①
相
談
支
援
業
務
（
前
頁
の
続
き
）

ハ 施設等において相談支援業務に従事する者  
障害者支援施設  
障害児入所施設  
老人福祉施設  
精神保健福祉センター  
救護施設及 更生施設
介護老人保健施設  
居宅介護支援事業所  
地域包括支援センター  
その他これらに準ずる施設 
 身体障害者更生施設
 知的障害者更生施設
 身体障害者療護施設 身体障害者福祉    
身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター 
 知的障害者授産施設 知的障害者通勤寮 知的障害者福祉  
ム 
・知的障害児施設、第一種自閉症児施設、第二種自閉症児施設、
知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、 
肢体不自由児施設(入所、通所) 
肢体不自由児療護施設 重症心身障害児施設 
指定医療機関（肢体不自由児 重症心身障害児）
・知的障害者地域生活援助、精神障害者地域生活援助 
 精神障害者社会復帰施設
・市町村から補助または委託を受けている作業所等 

5年以上

二 医療機関    相談支援業務 従事  者  次      該当  者
（１）社会福祉主事任用資格を有する者  
（２）訪問介護員２級以上 相当  研修 修了  者
（３）国家資格等※１を有する者  
（４）上記     掲  業務 １年間以上従事  者
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業務の種類 業務の範囲 必要経験年数

②

直
接
支
援
業
務

イ 施設等において介護業務に従事する者 
障害者支援施設  
 身体障害者更生施設
 身体障害者療護施設
・身体障害者福祉ホーム  
・身体障害者授産施設  
・身体障害者福祉センター  
 精神障害者社会復帰施設
・知的障害者デイサービスセンター 
 知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設  
 知的障害者通勤寮
・知的障害者福祉ホーム  

障害児入所施設  
老人福祉施設  
介護老人保健施設  
療養病床  
その他これらに準ずる施設 
  ・改正前 身体障害者居宅介護 知的障害者居宅介護 
児童居宅介護 精神障害者居宅介護 身体障害者       
児童デイサービス  
・知的障害児施設、第一種自閉症児施設、第二種自閉症児施設、 
知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、 
肢体不自由児施設（入所 通所） 
肢体不自由児療護施設 重症心身障害児施設 
指定医療機関（肢体不自由児 重症心身障害児）
・知的障害者地域生活援助、精神障害者地域生活援助 
・市町村から補助または委託を受けている作業所等 

10年以上

ロ 障害福祉サービス事業等において介護業務に従事する者  
      障害福祉サービス事業  

障害児通所支援事業  
老人居宅介護等事業  
その他これらに準ずる事業 

ハ 医療機関等    介護業務 従事  者
保険医療機関  
保険薬局  
訪問看護事業所  
その他これらに準ずる施設 
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業務の種類 業務の範囲 必要経験年数

③
就

労

就労支援に関する施設において、相談支援業務その他これに準ずる業務に従
事する者  

障害者職業センター  
障害者就業・生活支援センター  
・地域就労援助センター 

5 年以上

業務の種類 業務の範囲 必要経験年数

④
教

育

特別支援学校その他これらに準ずる機関において、障害のある児童及び就学
相談 教育相談及 進路相談 業務 従事  者

特別支援学校  
その他これらに準ずる機関  
・小学校、中学校の特別支援学級 

5年以上

業務の種類 業務の範囲 必要経験年数

⑤
資

格

者

等

イ 上記②の介護業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者  
（１）社会福祉主事任用資格を有する者  
（２）訪問介護員２級以上 相当  研修 修了  者
（３）保育士  
（４）児童指導員任用資格者  
（５）精神障害者社会復帰指導員任用資格 

5年以上

ロ 上記①  ④ 業務 従事  者  国家資格等※１   業務 ５年
以上従事している者 3 年以上 

注   1年以上 実務経験   業務 従事  期間 1年以上       実際 業務 従事  日数が1
年   180 日以上              例   5 年以上 実務経験     業務 従事  期
間が 5年以上       実際 業務に従事した日数が 900 日以上であることをいう。

相談支援業務・・・身体上若   精神上の障害があること又は環境上の理由   日常生活を営むのに支障があ
る者 相談 応  助言 指導  他 支援 行 業務 

直接支援業務・・・身体上若   精神上の障害があること又は環境上の理由   日常生活を営むのに支障があ
る者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行  並  その者及びその介護者に対して介
護 関  指導 行 業務 

※１ 国家資格等   医師 歯科医師 薬剤師 保健師 助産師 看護師 准看護師 理学療法士 作業
療法士 社会福祉士 介護福祉士 視能訓練士 義肢装具士 歯科衛生士 言語聴覚士、あん摩マッ
   指圧師   師    師 柔道整復師 管理栄養士 栄養士 精神保健福祉士       



26 

（２）相談支援従事者研修 
相談支援従事者研修について、平成 26 年度においては、下表のとおり 4 種類の研修があります。このうち、相談支

援専門員となるには、①最初に相談支援従事者初任者研修（以下「初任者研修」       ） 修了  ②  
後一定期間   相談支援従事者現任研修（以下 現任研修       ） 修了           

［相談支援従事者研修の種類］ 
研修の種類 研修の概要 

① 初任者研修（必須） 初任者研修  相談支援専門員       方 最初 修了  研修
で、講義と演習を併せて約６日間実施します。 

② 現任研修（必須） 初任者研修 修了  方 一定期間   (※) 修了  研修（必須）で
講義と演習を併せて 約３日間実施します。 

③ 実務研修１・２・３（任意） 川崎市が独自に実施  相談支援従事者研修   経験年数 応  受
講対象者 研修内容 異     本研修は、現任研修 異   相談支
援専門員資格には影響しませんが、学習の機会として積極的にご活用くださ
い。 

④ 専門コース別研修（任意） 主 初任者研修 修了    方 対象    神奈川県 実施    研
修   専門   別研修  現任研修 異   相談支援専門員資格 
は影響しませんが、学習の機会として積極的にご活用ください。 

※…現任研修の受講の時期  
初任者研修 修了  翌年度 起点    ５年度ごとに現任研修を受講する必要があります。この期間内に現任

研修 修了     場合  相談支援専門員 資格 失効    再 相談支援専門員 資格 満       
再度 初任者研修 受講  必要      

 例 平成２６年度 初任者研修 修了  人 場合(実務経験を満たしている人) 

２６年度 ２７年度  ３１年度 ３２年度  ３６年度 
相談支援従事者
初任者研修修了 

初年度  ５年度目 ６年度目  １０年度目 

２７ ３１年度 間 現任研修 
１回以上修了

３２ ３６年度 間 現任研修 
１回以上修了
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第２章 特定相談支援事業・障害児相談支援事業の指定申請 

１ 指定申請について

（１）指定スケジュール 
 指 定 日：毎月 1日 
 申請受理日：指定日前月の１５日まで（１５日が閉庁日の場合はその前開庁日まで） 

（２）申請  指定   流 
 ① 申請日時の予約 
 ② 申請書の提出 
 ③ 書類確認 
 ④ 受理 
 ⑤ 審査 
 ⑥ 指定 

① 申請日時の予約 
 ・下記連絡先までお電話で事前予約をお願いいたします。（指定日の前々月末までに御連絡をお願いいたしま
す。） 
  申請受理   概 ２ ３回程度 書類 修正 差替 等             場合 多        従
      指定日前月 月初 ５日頃    初回 書類提出  願 いたします。 
 ＜連絡先＞ 

○特定相談支援及び一般相談支援 
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課指定・指導担当      （TEL 044-200-2927） 

○障害児相談支援 
川崎市市民    局こども本部こども支援部こども福祉課障害児福祉係  （TEL 044-200-3609） 

② 申請書の提出 
  申請書 書式 添付書類 記入例等 次頁 の＜掲載先＞（インターネットページ）より御確認ください。 

例） 5 月 1 日指定の場合

4/1 4/15 5/1

①

申請日時の

予約

②～④

※ 修正、差替え等必要に応じ

２～３回程度面談

⑥

指定審査

⑤
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 ・申請書提出の際は、原本とコピーを一部ずつお持ちください。 
 ・提出時は 1時間程度 時間        場 書類 確認 行    
 ※申請書提出までに事業所に用いる建物の改修等 全 完了    必要      

 ＜掲載先＞ 
 「障害福祉情報サービスかながわ」 ⇒ 「書式ライブラリ」 ⇒ 「３．川崎市からのお知らせ」⇒ 「３．新規指定申
請様式等（相談支援事業）」 
https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=99&topid=3

③ 書類確認 
 ・申請書を御提出いただいた後、改めて書類を確認し、②での指摘事項以外のものがございましたらお電話にて御連
絡します。 

 ④ 受理 
 ・必要書類が全て揃った状態で、指定日前月の１５日まで（１５日が閉庁日の場合はその前開庁日まで）に御
提出ください。 
 ・②、③にて指摘させていただいた修正事項を全て反映した状態での御提出をお願いします。 
 ※記入漏  書類 不備   場合  受理できない場合があります 指定日前月 １５日   受理    
 場合 翌月以降 申請扱     ますので御了承ください。 

 ⑤ 審査 
  指定 要件 満      審査 行    

 ⑥ 指定 
  指定日 前日    事業所   指定書等 普通郵便 送付    
  指定書 再発行 致 ませんので 大切 保管  ください。

（３）申請時の注意点 
・法人格の必要性 
 指定特定相談支援事業所等の指定を申請する者は「法人」に限ります。 

 （社会福祉法人や株式会社等といった法人の種類については問いません。） 

 ・定款について 
  申請に際しては、定款上に申請される事業が法人 行 事業   定         必要   
※「障害者 日常生活及 社会生活 総合的 支援     法律 基  障害福祉    事業」  異   
すので御注意ください。 

 ＜特定相談支援の場合＞ 
 障害者 日常生活及 社会生活 総合的 支援     法律 基  特定相談支援事業
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 ＜一般相談支援の場合＞ 
   障害者 日常生活及 社会生活 総合的 支援     法律 基  一般相談支援事業

＜障害児相談支援の場合＞ 
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 

（４）その他 

【障害福祉情報サービスかながわのメール登録について】 

● 重要なお知らせ等の配信について  
重要な情報や緊急のお知らせ等については、「障害福祉情報サービスかながわ」にご登録いただいているメールアド

レスあてに送信していますので、指定書到着後、各事業所にて登録をお願い致します。  
※メール配信をするサービスの範囲 配信内容    異              登録をお願い致します。 

● メールアドレスの登録方法  
「障害福祉情報サービスかながわ」トップページの「事業所メンバー」から、新規指定時にかながわ福祉サービス振

興会から送付されたID        使  行   （ 事業所          登録       掲載     
すので御参照ください。）。 
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２ 指定基準について 

指定特定相談支援事業者等 指定 受     基準  厚生労働省令  定        人員 設備及
 備品 関  基準等 下記          他詳細 参考資料１及 参考資料２ 御確認ください。 

【人員に関する基準】 

従事者 

□ 事業所ごとに配置すること 
□ 専らその職務に従事する相談支援専門員を配置すること 

※1 ただし、計画相談支援等の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事
業所等の他の職務に従事させ、又は併設する他の事業所、施設等の職務に従事す
ることができます。兼務の場合は、兼務する他の福祉サービス事業の職員配置基準に
 留意  ください（例：他事業所        提供責任者     管理責任
者等）。なお、指定障害児相談支援事業所又は指定一般相談支援事業所の業務
と兼務する場合については、業務に支障がない場合として認めるものとします。 

※2 相談支援専門員とは指定計画相談支援にあたるものとして厚生労働大臣が定めるも
のをいいます（「平成24年3月30日厚生労働省告示第227号）。詳しくは前掲
「第 1章 ３ 相談支援専門員について」を御参照ください。 

管理者 

□ 事業所ごとに配置すること 
□ 専 指定 係 事業所 管理業務 従事  者      

※ ただし、指定特定相談支援事業所等 管理上支障   場合  当該指定特定相
談支援事業所の他の職務に従事し、又は併設する他の事業所、施設等の職務に従事
することができます。 

【設備及び備品に関する基準】 

設備及び備品 
□ 事業 行    必要 広  区画 有       計画相談支援等の提供に必要
な設備及び備品を備えなければならない。 
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【相談支援専門員     提供事業所 職員 兼務  場合 継続    利用支援（      ）等 取扱
い】

相談支援専門員 担当  障害者等 利用      提供事業所 職員 兼務  場合（地域相談支援 
係 指定一般相談支援事業所 兼務  場合 除  ）          提供事業所  中立性 確保    
  提供事業所 異  視点  検討 欠如          以下    得  場合 除  当該者 利用  
    提供事業所 兼務   相談支援専門員 継続    利用支援等を実施することを基本としています。なお、
  取 扱   相談支援専門員 担当  障害者等 直接    提供 行  否  関         
   支給決定 更新又 支給決定 変更 係     利用支援等      上記 同様 当該者 利用 

るサービス提供事業所と兼務しない相談支援専門員が実施することを基本としています。  
・ 支給決定又 支給決定 変更       内容 著  変動    者    当該支給決定等  概 ３ 月
以内 場合（    利用支援等   直後 継続    利用支援等 一体的 業務         指定特
定相談支援事業者等 変更 当    利用者 別 事業者 契約 締結 直    必要      一定期
間を猶予。）  

・ その他市がやむを得ないと認める場合 

相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と
兼務する場合のモニタリング等の取扱い（例）

Ａ事業所

Ｂ事業所

利用者

相談支援専門員
とA事業所の
兼務職員

相談支援専門員（専従）

相談支援専門員

モニタリング及び
更新・変更に係る
計画作成

モニタリング
及び更新・
変更に係る
計画作成

利用者はB事業所のサービ
スを利用していないため、B
事業所の相談支援専門員の
兼務状況は問わない。B事業
所と兼務でも可。
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参考資料１ 
「障害者 日常生活及 社会生活 総合的 支援     法律 基  指定計画相談支援の事業の人
員及び運営に関する基準」 
 ： 計画相談支援事業者として指定 受  際 基準   （基準省令）
「障害者 日常生活及 社会生活 総合的 支援     法律 基  指定計画相談支援 事業 人
員及び運営に関する基準について」 
 ： 上記 基準省令 対  国 解釈通知   （解釈通知）

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律 基  指定計画相談支援 事業 人員及 運営 関  基
準 

(平成 24年 3月 13 日)
(厚生労働省令第 28 号)

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律 基  指定計画相談支援 事業 人員及 運営 関  基
準について 

(平成 24年 3月 30 日)
(障発 0330 第 22 号) 

第一条   省令     次 各号 掲  用語 意義    
ぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 利用者 障害福祉     利用  障害者若   障害
児又 地域相談支援 利用  障害者    
二     等利用計画案 障害者の日常生活及び社会生活を
総合的 支援     法律(平成十七年法律第百二十三
号。以下「法」という。)第五条第二十項 規定      等利
用計画案をいう。 

三     等利用計画 法第五条第二十項に規定するサービス
等利用計画    

四 支給決定 法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。 
五 支給決定の有効期間 法第二十三条に規定する支給決定の
有効期間をいう。 

六 指定障害者支援施設 法第二十九条第一項に規定する指
定障害者支援施設をいう。 

七 指定障害福祉サービス等 法第二十九条第一項に規定する
指定障害福祉サービス等をいう。 

八 指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項に規
定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。 

九 地域相談支援給付決定 法第五十一条の五第一項に規定
する地域相談支援給付決定をいう。 

十 地域相談支援給付決定の有効期間 法第五十一条の八に
規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。 

十一 指定一般相談支援事業者 法第五十一条の十四第一項
に規定する指定一般相談支援事業者をいう。 

十二 指定地域相談支援 法第五十一条の十四第一項に規定
する指定地域相談支援をいう。 
十三 計画相談支援対象障害者等 法第五十一条の十七第一
項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。 
十四 指定特定相談支援事業者 法第五十一条の十七第一項
第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。 

第一 基準の性格 
１ 基準は、指定計画相談支援の事業がその目的を達成する
   必要 最低限度 基準 定        指定特定
相談支援事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなけ
ればならないこと。 

２ 指定特定相談支援事業者が満たすべき基準を満たさない
場合には、指定特定相談支援事業者の指定を受けられず、
また、運営開始後、基準に違反することが明らかになった場合
  市町村長 指導等 対象      指導等 従   
場合には、当該指定を取り消すことができるものであること。 

３ 指定特定相談支援事業者が運営に関する基準に従って事
業の運営                理由   指定 取 
消   法 定  期間 経過後 再度当該事業者  指
定特定相談支援事業所についての指定の申請がなされた場
合には、当該事業者が運営に関する基準を遵守することを確
保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が確
認    限 指定 行           
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十五 指定計画相談支援 法第五十一条の十七第二項に規定
する指定計画相談支援をいう。 
十六 法定代理受領 法第五十一条の十七第三項の規定により
計画相談支援対象障害者等に代わり市町村(特別区を含む。以
下同じ。)が支払う指定計画相談支援に要した費用の額の全部又
は一部を指定特定相談支援事業者が受けることをいう。 
(平二五厚労令四 平二五厚労令一二四 一部改正) 

第二章 指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基
準 

第一節 基本方針 
第二条 指定計画相談支援 事業  利用者又 障害児 保
護者(以下 利用者等     )の意思及び人格を尊重し、常に
当該利用者等 立場 立  行               

２ 指定計画相談支援 事業  利用者 自立  日常生活又
 社会生活 営          配慮  行         
ばならない。 
３ 指定計画相談支援 事業  利用者 心身 状況   置
     環境等 応   利用者等 選択 基   適切 保
健 医療 福祉 就労支援 教育等     (以下「福祉サービ
ス等」という。)  多様 事業者   総合的  効率的 提供 
    配慮  行               
４ 指定計画相談支援 事業  利用者等 提供   福祉 
   等 特定 種類又 特定 障害福祉    事業 行 者
 不当 偏         公正中立 行           
らない。 
５ 指定特定相談支援事業者は、市町村、障害福祉サービス事
業 行 者等  連携 図  地域    必要 社会資源 改
善及び開発に努めなければならない。 
６ 指定特定相談支援事業者は、自らその提供する指定計画相
談支援 評価 行  常   改善 図          
第二節 人員に関する基準 
(従業者) 
第三条 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相
談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相
談支援事業所をいう。)(以下「指定特定相談支援事業所」とい
う。)ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員(指定計画相
談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。
以下同じ。)を置かなければならない。ただし、指定計画相談支援
の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の
他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させ
ることができるものとする。 

第二 指定計画相談支援に関する基準 
１ 人員に関する基準 
(1) 従業者（基準第３条） 

指定特定相談支援事業者は、事業所ごとに必ず１人
以上の相談支援専門員を置くことを定めたものである。 
指定特定相談支援事業所に置くべき相談支援専門員

は、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス
以外の職務に従事させてはならない。この場合のサービス
提供時間帯とは、相談支援専門員の当該事業所におけ
る勤務時間をいうものであり、当該相談支援専門員の常
勤・非常勤の別を問わない。 
ただし、指定計画相談支援の業務に支障がない場合に

おいては、相談支援専門員を当該指定特定相談支援事
業所の他の業務又は他の事業所・施設等の業務に従事
させることができる。 
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(管理者) 
第四条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業
所   専   職務 従事  管理者 置          
    指定特定相談支援事業所 管理上支障   場合  
当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の
事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 

第三節 運営に関する基準 
(内容及び手続の説明及び同意) 
第五条 指定特定相談支援事業者は、計画相談支援対象障害
者等 指定計画相談支援 利用 申込  行      当該利
用 申込  行  計画相談支援対象障害者等(以下 利用申
込者」という。) 係 障害 特性 応  適切 配慮     当

    例   指定計画相談支援     提供時
間帯において、指定計画相談支援の業務に支障がない
場合  当該指定特定相談支援事業所 管理者  併
設する事業所の業務等に従事することができることをいう。
なお、指定障害児相談支援事業所又は指定一般相談
支援事業所の業務と兼務する場合については、業務に支
障がない場合として認めるものとする。 
   相談支援専門員 担当  利用者 利用  

指定障害福祉サービス事業所（法第２９条第１項の指
定に係るサービス事業所をいう。）、指定障害者支援施
設等又は基準該当障害福祉サービス事業所（法第３
０条第１項第２号の基準該当障害福祉サービス事業を
行 事業所    ）（以下 指定障害福祉    事
業所等」という。）の業務と兼務する場合については、指
定障害福祉    事業所等  中立性 確保  指定
障害福祉    事業所等 異  視点  検討 欠如
          次 掲  場合 除  当該利用者
 利用  指定障害福祉    事業所等 業務 兼
務   相談支援専門員 継続    利用支援 実
施     基本    （支給決定 更新又 支給決
定 変更 係     利用支援について同じ。） 
① 身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合 
② 支給決定又 支給決定 変更       内容 
著しく変動があった者のうち、当該支給決定等から概ね
３ 月以内 場合（    利用支援   直後 継
続    利用支援 一体的 業務         
指定特定相談支援事業者 変更 当    利用者
が別の事業者と契約を締結し直すことが必要となるた
め、一定期間を猶予する。） 

③ その他市町村がやむを得ないと認める場合 
(2) 管理者（基準第４条） 

指定特定相談支援事業所 管理者  原則   専
 当該事業所 管理業務 従事            
当該事業所 管理業務 支障       当該指定
特定相談支援事業所の他の業務や、併設する事業所の
業務等を兼ねることができるものとする。また、指定障害児
相談支援事業所 業務 兼務  場合      管理
業務に支障がない場合として認めるものとする。 
   管理者  指定計画相談支援 従業者   

必要はないものである。 
２ 運営に関する基準 
(1) 内容及び手続の説明及び同意（基準第５条） 

指定特定相談支援事業者は、利用者 対 適切 指
定計画相談支援を提供するため、その提供の開始に際
        利用申込者 対  当該指定特定相談
支援事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事
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該利用申込者 対  第十九条 規定  運営規程 概要  
他 利用申込者      選択 資   認    重要事項
 記  文書 交付  説明 行  当該指定計画相談支援 
提供 開始    当該利用申込者 同意 得       
い。 
２ 指定特定相談支援事業者は、社会福祉法(昭和二十六年
法律第四十五号)第七十七条 規定 基  書面 交付 行 
場合  利用者 障害 特性 応  適切 配慮       
らない。 

(契約内容の報告等) 
第六条 指定特定相談支援事業者  指定計画相談支援 利
用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告し
なければならない。 
２ 指定特定相談支援事業者      等利用計画 作成 
たときは、その写しを市町村に対し遅滞なく提出しなければならな
い。 

(提供拒否の禁止) 
第七条 指定特定相談支援事業者  正当 理由    指定
計画相談支援の提供を拒んではならない。 

故発生時 対応 苦情処理 体制等 利用申込者  
    選択     必要 重要事項     利用者
 障害 特性 応  適切 配慮         説明
書       等 文書 交付  懇切丁寧 説明 行
い、当該事業所から指定計画相談支援の提供を受けるこ
     当該利用申込者 同意 得         
ととしたものである。 
   利用者及 指定特定相談支援事業所双方の

保護 立場  書面    確認     望      
ある。 
   利用者  間 当該指定計画相談支援 提供

 係 契約 成立      利用者 障害 特性 応 
 適切 配慮     社会福祉法（昭和２６年法律
第４５号）第７７条第１項の規定に基づき、 
① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在
地 

② 当該事業の経営者が提供する指定計画相談支援の
内容 

③ 当該指定計画相談支援 提供   利用者 支払
うべき額に関する事項 

④ 指定計画相談支援 提供開始年月日
⑤ 指定計画相談支援に係る苦情を受付けるための窓
口を記載した書面を交付すること。 
   利用者 承諾 得 場合  当該書面 記載

   事項 電子情報処理組織 使用  方法  他 
情報通信 技術 利用  方法   提供       
る。 

(2) 契約内容の報告等（基準第６条） 
指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の

提供 係 契約 成立  時  遅滞  市町村 対 
契約成立 旨 報告                  
る。 
また、指定特定相談支援事業者が計画相談支援対

象障害者等 対      等利用計画 作成    
は、市町村にその写しを遅滞なく提出しなければならないこ
ととしている。 
なお、モニタリング結果については、以下に掲げる場合そ

の他必要な場合に市町村に報告すること。 
① 支給決定 更新 変更 必要   場合
② 対象者 生活状況 変化        期間 変更
が必要な場合 

③ モニタリング期間を設定し直す必要がある場合 
(3) 提供拒否の禁止（基準第７条） 

指定特定相談支援事業者  原則    利用申込
みに対して応じなければならないことを規定したものであ
 ，特  障害支援区分 所得 多寡 理由     
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(サービス提供困難時の対応) 
第八条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業
所の通常の事業の実施地域(当該指定特定相談支援事業所が
通常時に指定計画相談支援を提供する地域をいう。第十二条第
二項及び第十九条第五号において同じ。)等 勘案  利用申込
者 対 自 適切 指定計画相談支援 提供     困難  
ると認めた場合は、適当な他の指定特定相談支援事業者の紹介
その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 
(受給資格の確認) 
第九条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提
供を求められた場合は、その者の提示する受給者証(法第二十二
条第八項に規定する受給者証をいう。)又は地域相談支援受給
者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給
者証をいう。)によって、計画相談支援給付費の支給対象者である
   法第五条第二十一項 規定  厚生労働省令 定  期
間、支給決定又は地域相談支援給付決定の有無、支給決定の
有効期間又 地域相談支援給付決定 有効期間 支給量(法
第二十二条第七項 規定  支給量    )又は地域相談支
援給付量(法第五十一条の七第七項に規定する地域相談支援
給付量    )等を確かめるものとする。 
(平二五厚労令一二四・一部改正) 

(支給決定又は地域相談支援給付決定の申請に係る援助) 
第十条 指定特定相談支援事業者は、支給決定又は地域相談
支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定
 有効期間又 地域相談支援給付決定 有効期間 終了 伴
う支給決定又は地域相談支援給付決定の申請について、必要な
援助 行         

。 
(身分 証  書類 携行) 

の提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むこ
     正当 理由 有 場合   
① 当該事業所 現員   利用申込 応     場
合 

② 利用申込者 居住地 当該事業所 通常 事業 
実施地域外である場合 

③ 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障
害の種類を定めている場合であって、これに該当しない
者  利用申込    場合

④   他利用申込者 対 自 適切 指定計画相談
支援を提供することが困難な場合等である。 

(4) サービス提供困難時の対応（基準第８条） 
指定特定相談支援事業者は、基準第７条の正当な

理由    利用申込者 対 自 適切 指定計画相談
支援を提供することが困難であると認めた場合には、基準
第８条の規定により、適当な他の指定特定相談支援事
業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければ
ならないものである。 

(5) 受給資格の確認（基準第９条） 
指定特定相談支援事業者は、現に支給決定又は地

域相談支援給付決定を受けている計画相談支援対象
障害者等に対する指定計画相談支援の提供に際し、当
該計画相談支援対象障害者等の提示する受給者証又
は地域相談支援受給者証によって、計画相談支援対象
障害者等であること、法第５条第２２項に規定する厚生
労働省令 定  期間 支給決定又 地域相談支援給
付決定の有無及び支給決定又は地域相談支援給付決
定 有効期間 支給量又 地域相談支援給付量等 
   等利用計画 作成        実施 当  必
要な事項を確かめなければならない。 
なお、指定特定相談支援事業者は、支給決定又は地

域相談支援給付決定を受けていない障害者等について、
    等利用計画案 作成      当該障害者等
 提示  市町村 通知      等利用計画案提出
依頼書     市町村      等利用計画案 提
出の依頼を受けた者であることを確かめるものとする。 

(6) 支給決定又は地域相談支援給付決定の申請に係る
援助（基準第１０条） 

基準第１０条  利用者 支給決定又 地域相談
支援給付決定 係 支給期間 終了 伴  引 続 
当該利用者      利用  意向   場合   
市町村 標準処理期間 勘案       余裕    
当該利用者 支給申請 行         申請勧奨
等 必要 援助 行    定        

(7) 身分 証  書類 携行（基準第１１条）
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第十一条 指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談支
援事業所 相談支援専門員 身分 証  書類 携行   初
回訪問時及 利用者又   家族  求  れたときは、これを提
示すべき旨を指導しなければならない。 

(計画相談支援給付費 額等 受領) 
第十二条 指定特定相談支援事業者  法定代理受領 行 
ない指定計画相談支援を提供した際は、計画相談支援対象障
害者等から当該指定計画相談支援につき法第五十一条の十七
第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費
用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を
超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)の
支払を受けるものとする。 

２ 指定特定相談支援事業者は、前項の支払を受ける額のほ
か、計画相談支援対象障害者等の選定により通常の事業の実施
地域以外 地域 居宅等 訪問  指定計画相談支援 提供
する場合は、それに要した交通費の額の支払を計画相談支援対
象障害者等から受けることができる。 

３ 指定特定相談支援事業者は、前二項の費用の額の支払を受
  場合  当該費用 係 領収証 当該費用 額 支払  計
画相談支援対象障害者等に対し交付しなければならない。 

４ 指定特定相談支援事業者は、第二項の交通費については、
あらかじめ、計画相談支援対象障害者等に対し、その額について
説明 行  計画相談支援対象障害者等 同意 得     
らない。 

(利用者負担額 係 管理) 
第十三条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援を
提供している計画相談支援対象障害者等が当該指定計画相談
支援と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第二十
九条第三項第二号に掲げる額の合計額(以下  条     利
用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合
     当該指定特定相談支援事業者  利用者負担額合計
額を市町村に報告するとともに、当該計画相談支援対象障害者
等及び当該計画相談支援対象障害者等に対し指定障害福祉サ
ービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなけ

利用者等 安心  指定計画相談支援 提供 受 
られるよう、指定特定相談支援事業者は、当該指定特定
相談支援事業所の従業者に身分を明らかにする証書や
名札等 携行   初回訪問時及 利用者又   家
族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなけ
ればならないこととしたものである。 
なお、この証書等には、当該指定特定相談支援事業

所の名称、当該従業者の氏名を記載するものとし、当該
従業者 写真 貼付 職能 記載 行    望    

(8) 計画相談支援給付費 額等 受領（基準第１２
条） 
① 法定代理受領 行   場合

基準第１２条第１項は、指定特定相談支援事業
者  法定代理受領 行   指定計画相談支援 
提供した際には、計画相談支援対象障害者等から法
第５１条の１７第２項に規定する厚生労働大臣が
定める基準により算定した計画相談支援給付費の額
の支払を受けることとしたものである。 

② 交通費 受領
同条第２項は、指定計画相談支援の提供に関し

て、前項の支払を受ける額のほか、計画相談支援対象
障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の
地域 居宅    指定計画相談支援 行 場合 
交通費（移動に要する実費）の支払を計画相談支
援対象障害者等から受けることができることとしたもので
ある。 

③ 領収証 交付
同条第３項は、前２項の規定による額の支払を受

けた場合には、計画相談支援対象障害者等に対して
領収証 交付             

④ 利用者 事前 同意
同条第４項は、同条第２項の費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、計画相談支援対
象障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用につ
  説明 行  計画相談支援対象障害者等 同意
を得ることとしたものである。 

(9) 利用者負担額 係 管理（第１３条）
指定特定相談支援事業者  利用者負担額 係 

管理 行 場合 具体的 取扱       別途通知
するところによるものとする。 



38 

ればならない。 
(計画相談支援給付費の額に係る通知等) 
第十四条 指定特定相談支援事業者  法定代理受領   指
定計画相談支援に係る計画相談支援給付費の支給を受けた場
合は、計画相談支援対象障害者等に対し、当該計画相談支援
対象障害者等に係る計画相談支援給付費の額を通知しなければ
ならない。 
２ 指定特定相談支援事業者  第十二条第一項 法定代理
受領 行   指定計画相談支援 係 費用 額 支払 受 
た場合は、その提供した指定計画相談支援の内容、費用の額その
他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を計画相
談支援対象障害者等に対して交付しなければならない。 

(指定計画相談支援の具体的取扱方針) 
第十五条 指定計画相談支援の方針は、第二条に規定する基本
方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。 

一 指定特定相談支援事業所 管理者  相談支援専門員 
基本相談支援 関  業務及     等利用計画 作成 関
する業務を担当させるものとする。 

二 指定計画相談支援 提供 当     利用者等 立場 
立  懇切丁寧 行    旨   利用者又   家族 対   
    提供方法等    理解       説明 行    
  必要 応  同 障害 有  者   支援等適切 手法 
通  行       

２ 指定計画相談支援    指定    利用支援(法第五十
一条 十七第一項第一号 規定  指定    利用支援  
う。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前項に規定する

(10) 計画相談支援給付費の額に係る通知等（基準第１
４条） 
① 利用者  通知

基準第１４条第１項は、指定特定相談支援事業
者  市町村  法定代理受領   指定計画相談
支援に係る計画相談支援給付費の支給を受けた場合
には、計画相談支援対象障害者等に対し、当該計画
相談支援対象障害者等に係る計画相談支援給付費
の額を通知することとしたものである。 

②     提供証明書 利用者  交付同条第２項
は、基準第１２条第１項の規定による額の支払を受
けた場合には、提供した指定計画相談支援の内容、費
用の額その他計画相談支援対象障害者等が市町村
に対し計画相談支援給付費を請求する上で必要と認
められる事項を記載したサービス提供証明書を交付しな
ければならないこととしたものである。 

(11) 指定計画相談支援の具体的取扱方針（基準第１
５条） 

利用者 係        実施     等利用計画
案 作成     担当者会議 開催     等利用
計画 作成     等利用計画 実施状況 把握等
の指定計画相談支援を構成する一連の業務のあり方及
 当該業務 行 相談支援専門員 責務 明     
ものである。 
① 相談支援専門員       等利用計画 作成等
（第１項第１号） 
指定特定相談支援事業所 管理者  基本相談

支援に関する業務及     等利用計画 作成 
関する業務を相談支援専門員に担当させることとしたも
のである。 

② 指定計画相談支援 基本的留意点（第１項第２
号） 
指定計画相談支援  利用者及   家族 主体

的な参加及び自らの課題の解決に向けての意欲の醸
成 相   行      重要           
指定計画相談支援    利用者及   家族 十
分 理解 求          相談支援専門員
  指定計画相談支援 懇切丁寧 行    旨 
       提供方法等    理解       
説明 行    肝要       必要 応   同 
障害 有  者   支援等適切 手法 通  行 
こととする。 

③     等利用計画作成 基本理念（第２項第１
号） 
    等利用計画 作成       利用者 
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方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。 
一 相談支援専門員      等利用計画 作成 当   
  利用者 希望等 踏   作成    努        
い。 
二 相談支援専門員      等利用計画 作成 当   
  利用者 自立  日常生活 支援 効果的 行    利用
者 心身又 家族 状況等 応  継続的  計画的 適切 
福祉    等 利用 行                

三 相談支援専門員      等利用計画 作成 当   
  利用者 日常生活全般 支援  観点   指定障害福祉
サービス等又は指定地域相談支援に加えて、指定障害福祉サービ
ス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等、当該地域の
住民   自発的 活動       等 利用 含      
等利用計画上 位置付    努          

四 相談支援専門員      等利用計画 作成 開始 当
     利用者等        選択 資     当該地域 
おける指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談支援事
業者 関       内容 利用料等 情報 適正 利用者又
はその家族に対して提供しなければならない。 

五 相談支援専門員      等利用計画 作成 当   
  適切 方法    利用者       心身 状況   置
     環境及 日常生活全般 状況等 評価 通  利用
者 希望  生活 利用者 自立  日常生活 営      
るよう支援する上で解決すべき課題等の把握(以下この項及び第
三十条第二項第二号ロにおいて「アセスメント」という。) 行   

希望等を踏まえて作成することが基本であることを明記
したものである。 

④ 継続的  計画的 福祉    等 利用（第２
項第２号） 
利用者 自立  日常生活 支援 効果的 行 

     利用者 心身又 家族 状態等 応   
継続的かつ計画的に福祉サービス等が提供されること
 重要    相談支援専門員      等利用計
画 作成又 変更 当   継続的  計画的 支
援   観点 立  福祉    等 提供 行   
ようにすることが必要であり、継続が困難な、あるいは必
要性 乏  福祉    等 利用 助長      
ってはならない。 

⑤ 総合的     等利用計画 作成（第２項第３
号） 
    等利用計画  利用者 日常生活全般 

支援  観点 立  作成      重要     
        等利用計画 作成又 変更 当  
   利用者及   家族 希望        基 
  指定障害福祉    等以外  例   保健医
療     地域生活支援事業等 市町村 一般施
策   行      当該地域 住民   自発的 
活動       等 利用 含      等利用計
画に位置づけることにより総合的な計画となるよう努め
なければならない。 

⑥ 利用者等        選択（第２項第４号）
相談支援専門員  利用者等      選択 

ることを基本に、これを支援するものである。このため、相
談支援専門員  当該利用者等 居住  地域 
指定障害福祉サービス事業者等又は指定一般相談
支援事業者 関       内容 利用料等 情
報 適正 利用者又   家族 対  提供    
    利用者等      選択 求        
  特定 福祉    等 事業 行 者 不当 偏 
た情報を提供         利用者等 選択 求 
ることなく同一の事業主体の福祉サービスのみによるサ
   等利用計画案 最初  提示         
ならない。 

⑦ アセスメントの実施（第２項第５号） 
    等利用計画  個々 利用者 特性 応

じて作成されることが重要である。このため相談支援専
門員      等利用計画 作成 先立 利用者
        行          
         利用者 既 提供 受    福
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ればならない。 

六 相談支援専門員         当     利用者 居宅
等 訪問  利用者及   家族 面接           の
場合     相談支援専門員  面接 趣旨 利用者及   
家族 対  十分 説明  理解 得         

七 相談支援専門員  利用者            基   
当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支
援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された
解決   課題等 対応     最 適切 福祉    等 
組合     検討  利用者及   家族 生活 対  意
向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供さ
れる福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の
種類 内容 量 福祉    等 提供  上  留意事項 法
第五条第二十一項 規定  厚生労働省令 定  期間に係る
提案等 記載      等利用計画案 作成        
い。 

八 相談支援専門員      等利用計画案 位置付  福
祉サービス等について、法第十九条第一項に規定する介護給付費
等 対象        区分  上  当該    等利用計画
案 内容     利用者又   家族 対  説明  文書  

祉    等 障害者 状況等 利用者 取 巻 環
境等 評価 通  利用者 生活 質 維持 向上さ
    上 生    問題点 明     利用者 
自立  日常生活 営          支援  上
 解決   課題 把握        利用者 生活
全般についてその状態を十分把握することが重要であ
る。 
なお、当該アセスメントは、相談支援専門員の個人

的 考 方 手法      行          
者 課題 客観的 抽出     手法   合理的
    認    適切 方法 用         
ものである。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、アセス

    記録  ５年間保存          
⑧           留意点（第２項第６号）

相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たって
  必 利用者 居宅 障害者支援施設等 精神科
病院 訪問  利用者及   家族 面接  行  
          場合     利用者   家族
との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、相
談支援専門員  面接 趣旨 利用者及   家族
 対  十分 説明  理解 得          
のため、相談支援専門員は面接技法等の研鑽に努め
ることが重要である。 

⑨     等利用計画案 作成（第２項第７号）
相談支援専門員は、    等利用計画 利用者

の生活の質に直接影響する重要なものであることを十
分 認識      等利用計画案 作成     
               等利用計画案  利用
者及   家族 希望並  利用者    把握  
た解決すべき課題をまず明らかにした上で、当該地域に
おける指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支
援が提供される体制を勘案し、実現可能なものとする
必要がある。 
   当該    等利用計画案   提供   

福祉    等       長期的 目標及    
達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時
期、市町村に対するモニタリング期間に係る提案等を明
確に盛り込み、当該達成時期にはモニタリングの実施に
      等利用計画及 各指定障害福祉    
等又 指定地域相談支援 評価 行 得     
ることが重要である。 

⑩     等利用計画案 説明及 同意（第２項第
８号） 
    等利用計画案 位置付  福祉     

選択  利用者自身 行    基本       当
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 利用者等 同意 得         

九 相談支援専門員      等利用計画案 作成  際 
  当該    等利用計画案 利用者等 交付       
ない。 

十 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定
 踏       等利用計画案 変更 行  指定障害福祉 
ービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡
調整等 行          担当者会議(相談支援専門員がサ
   等利用計画 作成    当該変更 行      等利
用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者(以下この条にお
いて「担当者」という。) 招集  行 会議    以下同  )の開
催等    当該    等利用計画案 内容    説明 行 
      担当者   専門的 見地   意見 求      
らない。 

該計画案 利用者 希望 尊重  作成     
ばならない。このため、当該計画案の作成に当たって、こ
れに位置付けるサービスについて、また、サービスの内容
     利用者 希望 尊重       作成  
     等利用計画案      最終的     
内容    説明 行  上 文書    利用者 
同意 得    義務         利用者    
    選択     内容等  利用者 意向 反
映の機会を保障するものである。 
   利用者  説明 当     当該計画案 

位置付        利用者負担 生じる介護給付
等 対象    区分  上 行 必要    

⑪     等利用計画案 交付（第２項第９号）
相談支援専門員      等利用計画案 作成

  際   遅滞  利用者等 交付        
い。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、サービ

 等利用計画案  ５年間保存          
⑫     担当者会議 開催等   専門的意見 聴
取（第１０号） 
相談支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の

高     等利用計画 作成     支給決定又
 地域相談支援給付決定 行   後  各    
が共通の目標を達成するための具体的なサービスの内
容について、支給決定又は地域相談支援給付決定の
内容 踏   変更 行      等利用計画案 
位置づけた福祉サービス等の担当者（以下「担当者」
という。）からなるサービス担当者会議の開催等により、
当該計画案 内容    説明 行      専門
的 見地   意見 求     重要       
相談支援専門員は、複数職種間で直接 意見調整
 行 必要 有無    十分見極  必要    
のである。 
なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

 支援     法律 基  指定障害福祉    
の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成
１８年厚生労働省令第１７１号)第１２条及び
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
    法律 基  指定地域相談支援 事業 人
員及び運営に関する基準」（平成２４年厚生労働省
令第２７号）第８条     指定障害福祉   
ス事業者及び指定一般相談支援事業者は、市町村
又 一般相談支援事業 行 者又 特定相談支援
事業 行 者 行 連絡調整 協力        
い旨の規定を置いている。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、会議
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十一 相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえたサービ
 等利用計画案 内容     利用者又   家族 対  説
明  文書   利用者等 同意 得         

十二 相談支援専門員      等利用計画 作成  際 
  当該    等利用計画 利用者等及 担当者 交付   
ればならない。 

３ 指定計画相談支援    指定継続    利用支援(法第
五十一条 十七第一項第二号 規定  指定継続    利用
支援をいう。)の方針は、第二条に規定する基本方針及び前二項
に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとす
る。 
一 相談支援専門員      等利用計画 作成後     
等利用計画 実施状況 把握(利用者     継続的 評価
を含む。次号及び第三十条第二項第二号ニにおいて「モニタリング」
という。) 行  必要 応      等利用計画 変更 福祉 
   等 事業 行 者等  連絡調整  他 便宜 提供 行
うとともに、新たな支給決定又は地域相談支援給付決定が必要で
   認    場合   利用者等 対  支給決定又 地域
相談支援給付決定 係 申請 勧奨 行       

等 記録  ５年間保存          
⑬     担当者会議 踏       等利用計画
案の説明及び同意（第１１号） 
相談支援専門員は、第８号と同様に第１０号のサ

ービス担当者会議を踏まえた計画案の内容について、
利用者又   家族 対  説明 行  上  文書
    利用者 同意 得         

⑭     等利用計画 交付（第１２号）
相談支援専門員は、第１０号のサービス担当者会

議 踏       等利用計画案     第１１
号 利用者等 同意 得 後     等利用計画 
作成  際   遅滞  利用者等及 担当者 交
付しなければならない。 
また、相談支援専門員は、担当者に対してサービス

等利用計画 交付  際  当該計画 趣旨及 内
容等について十分に説明し、各担当者との共有、連携
を図った上で、各担当者が自ら提供する福祉サービス
等 当該計画    位置付  理解      配
慮する必要がある。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、サービ

 等利用計画  ５年間保存   ればならない。 
⑮     等利用計画 実施状況等 把握及 評価
等（第３項第１号） 
指定計画相談支援      利用者 有  解

決   課題 即  適切      組 合   
利用者 提供 続     重要         相
談支援専門員  利用者 解決   課題 変化 
留意     重要        等利用計画 作成
後      利用者及   家族 福祉     事
業 行 者等  連絡 継続的 行          
 等利用計画 実施状況 利用者     解決 
  課題 把握 行  必要 応      等利用
計画 変更 福祉    事業 行 者等  連絡調
整  他 便宜 提供 行      新  支給決定
又は地域相談支援給付決定が必要であると認められ
 場合   利用者等 対  支給決定又 地域相
談支援給付決定 係 申請 勧奨 行       
   利用者 解決   課題 変化  利用者 

直接     提供  福祉    事業 行 者等 
より把握されることも多いことから、相談支援専門員は、
当該福祉     事業 行 者等     担当者
 緊密 連携 図  利用者 解決   課題 変化
 認    場合   円滑 連絡 行     体
制の整備に努めなければならない。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、福祉

    等 事業 行 者等  連絡調整 関  記
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二 相談支援専門員         当     利用者及   
家族 福祉    等 事業 行 者等  連絡 継続的 行  
    法第五条第二十一項 規定  厚生労働省令 定  
期間   利用者 居宅等 訪問  利用者等 面接     
その結果を記録しなければならない。 

三 前項第一号から第七号まで及び第十号から第十二号までの
規定  第一号 規定      等利用計画 変更    準
用する。 

四 相談支援専門員  適切 福祉    等 総合的  効
率的 提供   場合      利用者   居宅    日常
生活 営    困難     認  場合又 利用者 指定障
害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、指定障
害者支援施設等  紹介  他 便宜 提供 行       

五 相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等
から退所又は退院      利用者又   家族  依頼   
 場合   居宅    生活 円滑 移行          
  必要 情報 提供及 助言 行 等 援助 行       
(平二五厚労令一二四 一部改正) 

(利用者等 対      等利用計画等 書類 交付) 
第十六条 指定特定相談支援事業者  利用者等 他 指定

録  ５年間保存          
⑯ モニタリングの実施（第３項第２号） 

相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、サービ
 等利用計画 作成後      利用者及   家
族 福祉     事業 行 者等  連絡 継続的
 行      市町村 支給決定又 地域相談支援
給付決定 際  利用者 対  通知        
期間    利用者 居宅 精神科病院又 障害者
支援施設等 面接 行    結果 記録     
必要である。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、モニタ

    結果 記録  ５年間保存        
い。 

⑰     等利用計画 変更（第３項第３号）
相談支援専門員      等利用計画 変更 

る際には、原則として、基準第１５条第２項第１号か
ら第７号及び第１０号から第１２号までに規定された
    等利用計画作成 当    一連 業務 行
うことが必要である。 
   利用者等 希望   軽微 変更（    

提供日時 変更等） 行 場合     必要   
ものとする。 
      場合      相談支援専門員 利

用者 解決   課題 変化 留意     重要 
      同条第３項第１号（    等利用計画
の実施状況等の把握及び評価等）に規定したとおりで
    念   申し添える。 

⑱ 指定障害者支援施設等  紹介  他 便宜 提
供（第３項第４号） 
相談支援専門員  適切 福祉    等 総合

的  効率的 提供             利用者
   居宅    日常生活 営    困難    
 認  場合又 利用者 指定障害者支援施設等 
の入所又は入院を希望する場合には、指定障害者支
援施設等  紹介  他 便宜 提供 行     
る。 

⑲ 指定障害者支援施設等との連携（第３項第５
号） 
相談支援専門員は、指定障害者障害施設等又は

精神科病院等  退所又 退院      利用者 
ら計画相談支援 依頼    場合   居宅   
 生活 円滑 移行      障害福祉施設等 連
携を図るとともに、あらかじめ必要な情報の提供や助言
等 援助 行       

(12) 利用者等 対      等利用計画等 書類 交
付（基準第１６条） 
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特定相談支援事業者 利用 希望  場合  他利用者等  
申出    場合   当該利用者等 対  直近     等
利用計画及   実施状況 関  書類 交付        
い。 

(計画相談支援対象障害者等に関する市町村への通知) 
第十七条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援を
受    計画相談支援対象障害者等 偽   他不正 行為
によって計画相談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたと
   遅滞   意見 付    旨 市町村 通知       
ない。 

(管理者 責務) 
第十八条 指定特定相談支援事業所 管理者  当該指定特
定相談支援事業所 相談支援専門員  他 従業者 管理 
指定計画相談支援 利用 申込  係 調整 業務 実施状
況 把握  他 管理 一元的 行わなければならない。 
２ 指定特定相談支援事業所 管理者  当該指定特定相談
支援事業所の相談支援専門員その他の従業者にこの章の規定を
遵守     必要 指揮命令 行       
(運営規程) 
第十九条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事
業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に
関する運営規程(第二十三条において「運営規程」という。)を定め
ておかなければならない。 
一 事業の目的及び運営の方針 

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 
三 営業日及び営業時間 

四 指定計画相談支援の提供方法及び内容並びに計画相談支
援対象障害者等  受領  費用及   額

指定特定相談支援事業者  利用者等 他 指定
特定相談支援事業者 利用 希望  場合  他利用
者等   申出    場合   変更後 指定特定相
談支援事業者 滞   指定計画相談支援 業務 行
          当該利用者等 対  直近     
等利用計画及   実施状況 関  書類 交付  
ければならないこととしたものである。 

(13) 計画相談支援対象障害者等に関する市町村への通
知（基準第１７条） 

法第８条第１項の規定により、市町村は、偽りその他
不正 手段    自立支援給付 支給 受  者  
るときは、  者     支給 受  額 相当  金額
の全部又は一部を徴収できるものであり、指定特定相談
支援事業者は、その計画相談支援対象障害者等が偽り
  他不正 手段    計画相談支援給付費 支給
 受  又 受          遅滞   意見 付  
市町村に通知しなければならないこととしたものである。 

(14) 管理者 責務（基準第１８条）
指定特定相談支援事業所 管理者  従業者及 

業務 一元的管理並  従業者 基準第２章第３節
（運営 関  基準） 遵守      指揮命令 行
うことを規定したものである。 

(15) 運営規程（基準第１９条） 
指定計画相談支援 事業 適正 運営及 利用者

 対  適切 指定計画相談支援 提供 確保   
め、基準第１９条第１号から第８号までに掲げる事項を
内容とする規程を定めることを指定特定相談支援事業所
   義務          特 次 点 留意    
とする。 
① 従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

従業者については、相談支援専門員とその他の従業
者に区分し、員数及び職務の内容を記載することとす
る。 

② 指定計画相談支援の提供方法及び内容並びに計
画相談支援対象障害者等  受領  費用及   
額（第４号） 
指定計画相談支援の提供方法及び内容について

は、サービスの内容及び計画相談支援対象障害者等
から相談を受ける場所、課題分析の手順等を記載する
ものとする。 
計画相談支援対象障害者等  受領  費用及

びその額については、計画相談支援給付費（法定代
理受領 行   場合 限  ）     基準第１
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五 通常の事業の実施地域 

六 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障
害の種類 

七 虐待の防止のための措置に関する事項 
八 その他運営に関する重要事項 

(勤務体制の確保等) 
第二十条 指定特定相談支援事業者  利用者等 対  適切
な指定計画相談支援を提供できるよう、指定特定相談支援事業
所ごとに、相談支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めて
おかなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ご
とに、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に指定
計画相談支援の業務を担当させなければならない。ただし、相談支
援専門員の補助の業務については、この限りでない。 

２条第２項に規定する額を指すものである。 
③ 通常の事業の実施地域（第５号） 

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特
定されるものとすること。なお、通常の事業の実施地域
  利用申込  係 調整等 観点   目安  
  当該地域 越       行      妨   
のではないものであること。 

④ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合に
は当該障害の種類（第６号） 
指定特定相談支援事業者は、障害の種類にかかわ

  利用者 受 入     基本          
専門性を確保するためやむを得ないと認められる場合に
おいては、事業の主たる対象とする障害の種類を特定
して事業を実施することも可能であること。 

⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項（第７号） 
「虐待の防止のための措置」については、「障害者虐

待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する
法律 （平成２３年法律第７９号)において、障害
者虐待を未然に防止するための対策及び虐待が発生
した場合の対応について規定しているところであるが、よ
り実効性を担保する観点から、指定特定相談支援事
業者  利用者 対  虐待 早期 発見  迅速
  適切 対応 図      必要 措置     
あらかじめ運営規程に定めることとしたものである。 
具体的には、 

ア 虐待の防止に関する責任者の選定 
イ 成年後見制度 利用支援
ウ 苦情解決体制の整備 
エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するため
の研修の実施（研修方法や研修計画等） 

等を指すものであること。 
(16) 勤務体制の確保等（基準第２０条） 

利用者等 対  適切 指定計画相談支援 提供 
確保するため、従業者の勤務体制等について規定したも
      次 点 留意  必要    
① 基準第２０条第１項は、指定特定相談支援事業
所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者
については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非
常勤 別 管理者  兼務関係等 明確      
定めたものであること 

② 同条第２項は、当該指定特定相談支援事業所の
従業者によって指定計画相談支援を提供するべきこと
を規定したものであるが、指定特定相談支援事業所の
従業者とは、雇用契約その他の契約により、当該事業
所 管理者 指揮命令下   従業者 指     
ること。 
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３ 指定特定相談支援事業者は、相談支援専門員の資質の向
上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

(設備及び備品等) 
第二十一条 指定特定相談支援事業者  事業 行    必
要な広さの区画を有するとともに、指定計画相談支援の提供に必
要な設備及び備品等を備えなければならない。 

(衛生管理等) 
第二十二条 指定特定相談支援事業者は、従業者の清潔の保
持及 健康状態     必要 管理 行          
２ 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の
設備及 備品等     衛生的 管理 努          
(掲示等) 
第二十三条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援
事業所 見   場所  運営規程 概要 基本相談支援及 
計画相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経
験年数及 勤務 体制  他 利用申込者      選択 
資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、前項に規定する重要事項の公

③ 同条第３項は、当該指定特定相談支援事業所の
従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研
修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に
確保することとしたものであること。 

(17) 設備及び備品等（基準第２１条） 
① 事務室 

指定特定相談支援事業所   事業 運営 行 
ために必要な面積を有する専用の事務室を設けること
 望     間仕切   等他 事業 用 供   
のと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務
室であっても差し支えない。 
なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支

障       指定計画相談支援 事業 行   
の区画が明確に特定されていれば足りるものとする。 

② 受付等のスペースの確保 
事務室又 指定計画相談支援 事業 行    

区画      利用申込  受付 相談     
担当者会議等 対応    適切      確保 
      相談        等 利用者等 直接
出入りできる等利用    構造    

③ 設備及び備品等 
指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援

に必要な設備及び備品等を確保するものとする。ただ
し、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であ
って、指定計画相談支援の事業又は当該他の事業
所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事
業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使
用することができるものとする。 
なお、事務室又は区画、設備及び備品等について

は、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を
受けているものであっても差し支えない。 

(18) 衛生管理等（基準第２２条） 
指定特定相談支援事業者は、従業者の清潔の保持

及 健康状態 管理並  指定特定相談支援事業所
 設備及 備品等 衛生的 管理 努めるべきことを規
定したものである。 

(19) 掲示等（第２３条） 
① 基準第２３条第１項は、基準第５条の規定により
指定計画相談支援の提供開始時に、重要事項（その
内容については(1)参照） 利用申込者 対  説明
 行  上 同意 得    加  指定特定相談支
援事業所への当該重要事項の掲示を義務づけることに
より、サービス提供が開始された後、継続的にサービスが
行     段階     利用者 保護 図 趣旨
である。 

② 同条第２項は、基本相談支援及び計画相談支援の
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表に努めなければならない。 

(秘密保持等) 
第二十四条 指定特定相談支援事業所 従業者及 管理者
  正当 理由      業務上知 得 利用者又   家族
 秘密 漏         
２ 指定特定相談支援事業者  従業者及 管理者    者
  正当 理由      業務上知 得 利用者又   家族 
秘密 漏          必要 措置 講          

３ 指定特定相談支援事業者は、サービス担当者会議等におい
  利用者又   家族 個人情報 用  場合       文
書   当該利用者又   家族 同意 得          
い。 
(広告) 
第二十五条 指定特定相談支援事業者は、当該指定特定相談
支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽の
もの又は誇大なものとしてはならない。 
(障害福祉    事業者等   利益収受等 禁止) 
第二十六条 指定特定相談支援事業者及び指定特定相談支
援事業所 管理者      等利用計画 作成又 変更 関
し、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に対して
特定 福祉    等 事業 行 者等        位置付 
   旨 指示等 行        

２ 指定特定相談支援事業所の相談支援専門員は、サービス等
利用計画 作成又 変更 関  利用者等 対  特定 福祉

実施状況等 公表        利用申込者    
スの選択に資することから、第１項に加え、当該重要事
項の公表に努めるべき旨を規定したものである。 
なお、公表の方法については、ホームページによる掲

載等、適宜工夫すること。 
(20) 秘密保持等（基準第２４条） 
① 基準第２４条第１項は、指定特定相談支援事業
所 従業者及 管理者    業務上知 得 利用
者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。 

② 同条第２項は、指定特定相談支援事業者に対し
て、過去に当該指定特定相談支援事業所の従業者
及 管理者    者    業務上知 得 利用者
又   家族 秘密 漏         必要 措置
を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定特
定相談支援事業者は、当該指定特定相談支援事業
所の従業者等が、従業者等でなくなった後においてもこ
れらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時等に取
 決  例  違約金     定  置 等の措置を
講ずべきこととするものである。 

③ 同条第３項  相談支援専門員及     等利
用計画に位置付けられた各福祉サービス等の担当者
      担当者会議等    利用者又   家
族の個人情報を用いる場合は、指定特定相談支援事
業者等        文書   利用者又   家族
から同意を得る必要があることを規定したものであるが、
  同意      提供開始時 利用者及   家
族から包括的な同意を得ておくことで足りるものである。 

(21) 障害福祉    事業者等   利益収受等 禁止
（基準第２６条） 
① 基準第２６条第１項      等利用計画 作
成又 変更 関  指定特定相談支援事業者及 指
定特定相談支援事業所 管理者 当該指定特定相
談支援事業所 相談支援専門員 利益誘導    
特定の福祉サービスの事業 行 者等        
位置付  旨 指示等 行    禁         
       等利用計画     利用者 解決  
 課題 即          要求        例
えば、指定特定相談支援事業者又は指定特定相談
支援事業所 管理者  同一法人系列 福祉   
  事業 行 者   位置付     指示    
等により、解決すべき課題に反するばかりでなく、事実上
他 福祉     事業 行 者 利用 妨     
指すものである。 

② 同条第２項は、指定特定相談支援事業所の相談
支援専門員 利用者 利益誘導のために特定の福祉
     事業 行 者        利用   旨 
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    等 事業 行 者等        利用   旨 指示
等 行        

３ 指定特定相談支援事業者及   従業者      等利
用計画 作成又 変更 関  利用者 対  特定 福祉   
 等 事業 行 者等        利用      対償    
当該福祉    等 事業 行 者等  金品  他 財産上 
利益 収受        

(苦情解決) 
第二十七条 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計
画相談支援又     等利用計画 位置付  福祉    
等 関  利用者又   家族   苦情 迅速  適切 対応
するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措
置を講じなければならない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、前項の苦情を受付けた場合に
は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支
援 関  法第十条第一項 規定   市町村 行 報告若  
 文書  他 物件 提出若   提示 命令又 当該職員  
 質問若   指定特定相談支援事業所 設備若   帳簿書
類  他 物件 検査 応  及 利用者又   家族   苦
情 関  市町村 行 調査 協力       市町村  指導
又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改

指示等 行    禁止  規定       前項 
同様 相談支援 公正中立           例 
ば、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、
同一法人系列 福祉     事業 行 者   利
用することを指示すること等により、解決すべき課題に反
         事実上他 福祉     事業 行 
者 利用 妨     指       

③ 同条第３項  計画相談支援 公正中立 確保 
るために、指定特定相談支援事業者及びその従業者
が、利用者 対  特定 福祉     事業 行 者
等        利用      対償    当該福
祉     事業 行 者等  金品  他 財産上
 利益 享受                  

(22) 苦情解決（基準第２７条） 
① 基準第２７条第１項  利用者 保護及 適切 
 円滑 指定計画相談支援及 福祉    等 利
用に資するため、自ら提供した指定計画相談支援又は
    等利用計画 位置付  福祉    等 対
  利用者及   家族   苦情 迅速  適切 
対応しなければならないこととしたものである。そのため
に、苦情を受付けるための窓口を設置する等、苦情解
決の体制及び手順等当該事業所における苦情を解決
するための必要な措置を講じなければならない。 
当該措置の概要については、相談窓口の連絡先、

苦情処理 体制及 手順等 重要事項 記  文書
等 記載  利用者 説明       事業所 掲
示することが望ましい。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定特定相談支援事業
者 組織   迅速  適切 対応     当該苦
情（指定特定相談支援事業者が提供したサービスとは
関係のないものを除く。）の受付日、内容等を記録する
ことを義務付けたものである。また、指定特定相談支援
事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重
要 情報     認識 立  苦情 内容 踏   
     質 向上 向  取 組  自 行    
ある。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、苦情

 内容等 記録  ５年間保存          
③ 同条第３項  第６項   規定  住民 最 身
近 行政庁   市町村及 市町村 総括的立場 
ある都道府県が、サービスに関する苦情に対応する必
要が生ずることから、市町村及び都道府県が、指定特
定相談支援事業者に対する苦情に関する調査や指
導 助言及 報告命令 行     運営基準上 明
確にしたものである。 
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善 行          
４ 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支
援に関し、法第十一条第二項 規定   都道府県知事 行 
報告若   指定計画相談支援 提供 記録 帳簿書類  他
 物件 提出若   提示 命令又 当該職員   質問 応
  及 利用者又   家族   苦情 関  都道府県知事 
行 調査 協力       都道府県知事  指導又 助言 
受  場合  当該指導又 助言 従  必要 改善 行   
ればならない。 
５ 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支
援 関  法第五十一条 二十七第二項 規定   市町村長
 行 報告若   帳簿書類  他 物件 提出若   提示 
命令又 当該職員   質問若   指定特定相談支援事業所
 設備若   帳簿書類  他 物件 検査 応  及 利用者
又   家族   苦情 関  市町村長 行 調査 協力  
     市町村長  指導又 助言 受  場合  当該指導
又 助言 従  必要 改善 行          
６ 指定特定相談支援事業者は、都道府県知事、市町村又は
市町村長  求     場合   前三項 改善 内容 都道
府県知事 市町村又 市町村長 報告          
７ 指定特定相談支援事業者は、社会福祉法第八十三条に規
定する運営適正化委員会 同法第八十五条 規定   行 調
査又         限 協力          

(事故発生時の対応) 
第二十八条 指定特定相談支援事業者  利用者等 対  
指定計画相談支援の提供により事故が発生した場合は、都道府
県 市町村 当該利用者 家族等 連絡 行      必要 
措置を講じなければならない。 
２ 指定特定相談支援事業者は、前項の事故の状況及び事故
に際して採った処置について、記録しなければならない。 
３ 指定特定相談支援事業者  利用者等 対  指定計画
相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠
償 速   行          

④ 同条第７項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉
協議会の運営適正化委員会が福祉サービスに関する
苦情 解決    相談等 行          受 
  運営適正化委員会 行 同法第８５条 規定 
 調査又           協力          
ある。 

(23) 事故発生時の対応（基準第２８条） 
利用者等 安心  指定計画相談支援 提供 受 

      指定特定相談支援事業者  利用者等 対
する指定計画相談支援の提供により事故が発生した場合
  都道府県 市町村 当該利用者等 家族等 対 
 連絡 行      必要 措置 講     利用者等
に対する指定計画相談支援の提供により賠償すべき事故
 発生  場合  損害賠償 速   行       
ないこととしたものである。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、事故の

状況及び事故に際して採った処置についての記録は、５
年間保存          
     以下 点 留意        

① 利用者等 対  指定計画相談支援 提供   
事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ
指定特定相談支援事業者が定めておくことが望ましいこ
と。 

② 指定特定相談支援事業者は、賠償すべき事態にお
  速   賠償 行    損害賠償保険 加入 
ておくことが望ましいこと。 

③ 指定特定相談支援事業者は、事故が生じた際にはそ
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(会計の区分) 
第二十九条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援
事業所   経理 区分       指定計画相談支援 事業
の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

(記録の整備) 
第三十条 指定特定相談支援事業者は、従業者、設備、備品
及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 
２ 指定特定相談支援事業者  利用者等 対  指定計画
相談支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該
指定計画相談支援 提供  日  五年間保存        
い。 
一 第十五条第三項第一号に規定する福祉サービス等の事業を
行 者等  連絡調整 関  記録
二 個々 利用者   次 掲  事項 記載  相談支援台帳
イ     等利用計画案及     等利用計画
ロ アセスメントの記録 
ハ サービス担当者会議等の記録 
ニ モニタリングの結果の記録 
三 第十七条の規定による市町村への通知に係る記録 
四 第二十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 
五 第二十八条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して
採った処置についての記録 
附 則 
  省令  平成二十四年四月一日  施行   
附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号) 
  省令  平成二十五年四月一日  施行   
附 則 (平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号)
抄 
(施行期日) 
第一条   省令  平成二十六年四月一日  施行   

の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるこ
と。 
    福祉        危機管理（      

   ） 関  取 組 指針 （平成１４年３月２
８日福祉        危機管理 関  検討会）
が示されているので、参考にされたい。 

(24) 会計の区分（基準第２９条） 
指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事

業所   経理 区分       指定計画相談支援 
事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければなら
ないこととしたものである。 

(25) 記録の整備（基準第３０条） 
基準第３０条第２項により、指定特定相談支援事業

者  少    次 掲  記録   完結 日  ５年
間備えておかなければならないこととしたものであること。 
① 第１５条第３項第１号に規定する福祉サービス等
 事業 行 者等  連絡調整 関  記録

② 個々 利用者   次 掲  事項 記載  相談
支援台帳 
イ     等利用計画案及     等利用計画
ロ アセスメントの記録 
ハ サービス担当者会議等の記録 
ニ モニタリングの結果の記録 

③ 第１７条に規定する市町村への通知に係る記録 
④ 第２７条第２項に規定する苦情の内容等の記録 
⑤ 第２８条第２項に規定する事故の状況及び事故に
際して採った処置についての記録 
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参考資料２ 
「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」 
 ： 相談支援事業者   指定 受  際 基準   （基準省令）
「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」について 
 ： 上記 基準省令 対  国 解釈通知   （解釈通知）

○児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び
運営に関する基準 

(平成 24年 3月 13 日)
(厚生労働省令第 29 号)

○児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び
運営に関する基準について 

(平成 24年 3月 30 日)
(障発 0330 第 23 号) 

第一章 総則  
（定義）  
第一条    省令     次 各号 掲  用語 意義   
れぞれ当該各号に定めるところによる。  

一  障害児支援利用計画案 児童福祉法 （昭和二十二年法
律第百六十四号 以下 法     ）第六条 二 二第七項
 規定  障害児支援利用計画案    

二  障害児支援利用計画 法第六条 二 二第七項 に規定
  障害児支援利用計画    

三  指定障害児通所支援事業者等 法第二十一条の五の三
第一項 に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。  

四  指定通所支援 法第二十一条の五の三第一項 に規定する
指定通所支援をいう。  

五  通所給付決定 法第二十一条の五の五第一項 に規定する
通所給付決定をいう。  

六  通所給付決定の有効期間 法第二十一条の五の七第八項 
に規定する通所給付決定の有効期間をいう。  

七  指定障害児入所施設等 法第二十四条の二第一項 に規
定する指定障害児入所施設等をいう。  

八  障害児相談支援対象保護者 法第二十四条 二十六第
一項 に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。  

九  指定障害児相談支援事業者 法第二十四条 二十六第
一項第一号 に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。  

十  指定障害児相談支援 法第二十四条 二十六第二項 に
規定する指定障害児相談支援をいう。  

十一  法定代理受領 法第二十四条 二十六第三項 の規定
により障害児相談支援対象保護者に代わり市町村（特別区を
含む。以下同じ。）が支払う指定障害児相談支援に要した費
用の全部又は一部を指定障害児相談支援事業者が受けること
をいう。  

   第二章 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関
する基準  

    第一節 基本方針  
第二条  指定障害児相談支援の事業は、障害児又は障害児の
保護者（以下「障害児等」という。）の意思及び人格を尊重

第一 基準の性格 
１ 基準は、指定障害児相談支援の事業がその目的を達成す
    必要 最低限度 基準 定        指定障
害児相談支援事業者は、常にその事業の運営の向上に努め
なければならないこと。 

２ 指定障害児相談支援事業者が満たすべき基準を満たさな
い場合には、指定障害児相談支援事業者の指定を受けられ
ず、また、運営開始後、基準に違反することが明らかになった
場合  市町村長 指導等 対象      指導等 従 
ない場合には、当該指定を取り消すことができるものであるこ
と。 

３ 指定障害児相談支援事業者が運営に関する基準に従って
事業 運営                理由   指定 
取 消   法 定  期間 経過後 再度当該事業者か
ら指定障害児相談支援事業所についての指定の申請がなさ
れた場合には、当該事業者が運営に関する基準を遵守するこ
とを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等
 確認    限 指定 行           
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  常 当該障害児等 立場 立   行          
ならない。  

２  指定障害児相談支援 事業  障害児 自立  日常生
活又 社会生活 営          配慮  行     
でなければならない。  

３  指定障害児相談支援の事業は、障害児の心身の状況、その
置     環境等 応   障害児等 選択 基   適切
 保健 医療 福祉 教育等     （以下 福祉    
等     ）  多様 事業者   総合的  効率的 提供
     配慮  行               

４  指定障害児相談支援の事業は、当該障害児等に提供され
る福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事
業 行 者 不当 偏         公正中立 行    
のでなければならない。  

５  指定障害児相談支援事業者は、市町村、障害児通所支援
事業 行 者等  連携 図  地域    必要 社会資源
の改善及び開発に努めなければならない。  

６  指定障害児相談支援事業者は、自らその提供する指定障
害児相談支援 評価 行  常   改善 図       
ない。  

    第二節 人員に関する基準  
（従業者）  
第三条  指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害
児相談支援事業所（法第二十四条の二十八第一項 に規定
する障害児相談支援事業所をいう。）（以下「指定障害児相
談支援事業所」という。）ごとに専らその職務に従事する相談支
援専門員（指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生
労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。）を置かなければなら
ない。ただし、指定障害児相談支援の業務に支障がない場合
は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、
又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものと
する。  

第二 指定障害児相談支援に関する基準 
１ 人員に関する基準 
(1) 従業者（基準第３条） 

指定障害児相談支援事業者は、事業所ごとに必ず１
人以上の相談支援専門員を置くことを定めたものである。 
指定障害児相談支援事業所に置くべき相談支援専門

員は、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サー
ビス以外の職務に従事させてはならない。この場合のサービ
ス提供時間帯とは、相談支援専門員の当該事業所にお
ける勤務時間をいうものであり、当該相談支援専門員の
常勤・非常勤の別を問わない。 
ただし、指定障害児相談支援の業務に支障がない場

合においては、相談支援専門員を当該指定障害児相談
支援事業所の他の業務又は他の事業所・施設等の業務
に従事させることができる。 
    例   指定障害児相談支援のサービス提供

時間帯において、指定障害児相談支援の業務に支障が
ない場合は、当該指定障害児相談支援事業所 管理
者や、併設する事業所の業務等に従事することができるこ
とをいう。なお、指定特定相談支援事業所又は指定一般
相談支援事業所の業務と兼務する場合については、業務
に支障がない場合として認めるものとする。 
また、相談支援専門員が担当する障害児等 利用 

る指定障害児通所支援事業所（法第２１条の５の３
第１項の指定に係る障害児通所支援事業所をいう。）、
又は基準該当障害児通所支援事業所（法第２１条の
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（管理者）  
第四条  指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支
援事業所   専   職務 従事  管理者 置     
         指定障害児相談支援事業所 管理上支障
がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務
に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることが
できるものとする。  

    第三節 運営に関する基準  
（内容及び手続の説明及び同意）  
第五条  指定障害児相談支援事業者は、障害児相談支援対
象保護者 指定障害児相談支援 利用 申込  行    
  当該利用 申込  行  障害児相談支援対象保護者
（以下 利用申込者     ） 係 障害児 障害 特性 
応  適切 配慮     当該利用申込者 対  第十九条
 規定  運営規程 概要  他 利用申込者      選
択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明
 行  当該指定障害児相談支援 提供 開始    当該
利用申込者 同意 得         

２  指定障害児相談支援事業者は、社会福祉法 （昭和二十
六年法律第四十五号）第七十七条 の規定に基づき書面の
交付 行 場合  利用申込者 係 障害児 障害 特性 

５の４第３項第２号の基準該当通所支援の事業 行 
事業所をいう。）（以下「指定障害児通所支援事業所
等」という。）の業務と兼務する場合については、指定障
害児通所支援事業所等  中立性 確保  指定障害
児通所支援事業所等 異  視点  検討 欠如  
ねないことから、次に掲げる場合を除き、当該障害児等が
利用  指定障害児通所支援事業所等の業務と兼務し
ない相談支援専門員が継続障害児支援利用援助を実
施することを基本とする。（通所給付決定 更新又 通
所給付決定 変更 係 障害児支援利用援助について
同じ。） 
① 身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場
合 

② 通所給付決定又は通所給付決定 変更      
ス内容に著しく変動があった者のうち、当該通所給付決
定等から概ね３ヶ月以内の場合（障害児支援利用援
助とその直後の継続障害児支援利用援助は一体的な
業務であること、また、指定障害児相談支援事業者の
変更 当    障害児の保護者が別の事業者と契約
を締結し直すことが必要となるため、一定期間を猶予す
る。） 

③ その他市町村がやむを得ないと認める場合 
(2) 管理者（基準第４条） 

指定障害児相談支援事業所 管理者  原則   
専 当該事業所 管理業務 従事          
  当該事業所 管理業務 支障       当該指
定障害児相談支援事業所の他の業務や、併設する事業
所の業務等を兼ねることができるものとする。また、指定特
定相談支援事業所の業務と兼務する場合については、管
理業務 支障   場合   認        
   管理者  指定障害児相談支援の従業者であ

る必要はないものである。 
２ 運営に関する基準 
(1) 内容及び手続の説明及び同意（基準第５条） 

指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対し適
切 指定障害児相談支援を提供するため、その提供の開
始 際        利用申込者 対  当該指定障害
児相談支援事業所の運営規程の概要、従業者の勤務
体制 事故発生時 対応 苦情処理 体制等 利用申
込者がサービスを選択するために必要な重要事項につい
て、障害児 障害 特性 応  適切 配慮      
   説明書       等 文書 交付  懇切丁寧
 説明 行  当該事業所  指定障害児相談支援の
提供 受        当該利用申込者 同意 得  
ればならないこととしたものである。 
   利用申込者及び指定障害児相談支援事業所
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応  適切 配慮           

（契約内容の報告等）  
第六条  指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支
援 利用 係 契約         旨 市町村 対 遅滞 
く報告しなければならない。  

２  指定障害児相談支援事業者  障害児支援利用計画 
作成したときは、その写しを市町村に対し遅滞なく提出しなけれ
ばならない。  

（提供拒否の禁止）  
第七条  指定障害児相談支援事業者  正当 理由    指
定障害児相談支援の提供を拒んではならない。  

双方 保護 立場  書面    確認     望  
いものである。 
また、利用申込者との間で当該指定障害児相談支援

 提供 係 契約 成立      利用申込者 係 
障害児 障害 特性 応  適切 配慮     社会
福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７７条第１
項の規定に基づき、 
① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在
地 

② 当該事業の経営者が提供する指定障害児相談支援
の内容 

③ 当該指定障害児相談支援の提供につき利用申込者
が支払うべき額に関する事項 

④ 指定障害児相談支援 提供開始年月日
⑤ 指定障害児相談支援に係る苦情を受付けるための
窓口を記載した書面を交付すること。 
なお、利用申込者 承諾 得 場合  当該書面 

記載   事項 電子情報処理組織 使用  方法 
 他 情報通信 技術 利用  方法   提供    
ができる。 

(2) 契約内容の報告等（基準第６条） 
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支

援 提供 係 契約 成立  時  遅滞  市町村 
対 契約成立 旨 報告                
である。 
また、指定障害児相談支援事業者が障害児相談支

援対象保護者に係る障害児に対して障害児支援利用計
画を作成したときは、市町村にその写しを遅滞なく提出し
なければならないこととしている。 
なお、モニタリング結果については、以下に掲げる場合そ

の他必要な場合に市町村に報告すること。 
① 通所給付決定 更新 変更 必要   場合
② 障害児 生活状況 変化        期間 変更
が必要な場合 

③ モニタリング期間を設定し直す必要がある場合 
(3) 提供拒否の禁止（基準第７条） 

指定障害児相談支援事業者は、原則として、利用申
込みに対して応じなければならないことを規定したものであ
  特  障害 程度 所得 多寡 理由      提
供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことの
   正当 理由 有 場合   
① 当該事業所 現員   利用申込 応     場
合 

② 利用申込者 係る障害児の居住地が当該事業所の
通常の事業の実施地域外である場合 

③ 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障
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（サービス提供困難時の対応）  
第八条  指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支
援事業所の通常の事業の実施地域（当該指定障害児相談
支援事業所が通常時に指定障害児相談支援を提供する地域
をいう。第十二条第二項及び第十九条第五号において同じ。）
等 勘案  利用申込者及 利用申込者 係 障害児 対 
自 適切 指定障害児相談支援 提供     困難    
認めた場合は、適当な他の指定障害児相談支援事業者の紹
介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。  

（受給資格の確認）  
第九条  指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支
援の提供を求められた場合は、その者の提示する通所受給者証
（法第二十一条の五の七第九項 に規定する通所受給者証を
いう。）によって、障害児相談支援給付費の支給対象者である
こと、法第六条 二 二第八項  規定  厚生労働省令 定
める期間、通所給付決定の有無、通所給付決定の有効期間、
支給量（法第二十一条の五の七第七項  規定  支給量 
いう。）等を確かめるものとする。  

（通所給付決定の申請に係る援助）  
第十条  指定障害児相談支援事業者は、通所給付決定に通
常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間
 終了 伴 通所給付決定 申請     必要 援助 行 
なければならない。  

（身分 証  書類 携行）
第十一条  指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児
相談支援事業所の相談支援専門員に身分を証する書類を携
行   初回訪問時及 障害児又   家族  求     
きは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。  

害の種類を定めている場合であって、これに該当しない
者  利用申込    場合

④   他利用申込者及 利用申込者に係る障害児に
対 自 適切 指定障害児相談支援を提供することが
困難な場合等である。 

(4) サービス提供困難時の対応（基準第８条） 
指定障害児相談支援事業者は、基準第７条の正当

 理由    利用申込者及 利用申込 係 障害児に
対 自 適切 指定障害児相談支援を提供することが困
難であると認めた場合には、基準第８条の規定により、適
当な他の指定障害児相談支援事業者の紹介その他の必
要な措置を速やかに講じなければならないものである。 

(5) 受給資格の確認（基準第９条） 
指定障害児相談支援事業者は、現に通所給付決定

を受けている障害児相談支援対象保護者に対する指定
障害児相談支援の提供に際し、当該障害児相談支援
対象保護者の提示する通所受給者証によって、障害児
相談支援対象保護者であること、法第６条の２第８項
 規定  厚生労働省令 定  期間 通所給付決定
 有無及 通所給付決定 有効期間 支給量等障害
児支援利用計画の作成やモニタリングの実施に当たり必
要な事項を確かめなければならない。 
なお、指定障害児相談支援事業者は、通所給付決定

を受けていない障害児の保護者について、当該障害児に
係る障害児支援利用計画案を作成するときは、当該障
害児の保護者の提示する市町村が通知した障害児支援
利用計画案提出依頼書によって、市町村から障害児支
援利用計画案の提出の依頼を受けた者であることを確か
めるものとする。 

(6) 通所給付決定又は地域相談支援給付決定の申請に
係る援助（基準第１０条） 

基準第１０条は、障害児の保護者の通所給付決定
 係 支給期間 終了 伴  引 続 当該障害児の
保護者      利用  意向   場合   市町
村 標準処理期間 勘案       余裕    当該
障害児の保護者 支給申請 行         申請勧
奨等 必要 援助 行    定        

(7) 身分 証  書類 携行（基準第１１条）
障害児等が安心して指定障害児相談支援の提供を受

けられるよう、指定障害児相談支援事業者は、当該指定
障害児相談支援事業所の従業者に身分を明らかにする
証書 名札等 携行   初回訪問時及 障害児又は
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（障害児相談支援給付費 額等 受領）
第十二条  指定障害児相談支援事業者  法定代理受領 
行   指定障害児相談支援 提供  際  障害児相談支
援対象保護者から当該指定障害児相談支援につき法第二十
四条 二十六第二項 に規定する厚生労働大臣が定める基準
により算定した費用の額（その額が現に当該指定障害児相談
支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相
談支援に要した費用の額）の支払を受けるものとする。  

２  指定障害児相談支援事業者は、前項の支払を受ける額の
ほか、障害児相談支援対象保護者の選定により通常の事業の
実施地域以外 地域 居宅 訪問  指定障害児相談支援
を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を障害児相
談支援対象保護者から受けることができる。  

３  指定障害児相談支援事業者は、前二項の費用の額の支払
 受  場合  当該費用 係 領収証 当該費用の額を支
払った障害児相談支援対象保護者に対し交付しなければなら
ない。  

４  指定障害児相談支援事業者は、第二項の交通費について
は、あらかじめ、障害児相談支援対象保護者に対し、その額につ
  説明 行  障害児相談支援対象保護者 同意 得  
ればならない。  

（利用者負担額 係 管理）
第十三条  指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談
支援を提供している障害児相談支援対象保護者に係る障害児
が当該指定障害児相談支援と同一の月に受けた指定通所支
援につき法第二十一条の五の三第二項第二号 に掲げる額の
合計額（以下  条     利用者負担額合計額   
う。）を算定しなければならない。この場合において、当該指定
障害児相談支援事業者  利用者負担額合計額 市町村 
報告するとともに、当該障害児相談支援対象保護者及び当該
障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対し指定通所支
援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知しなければな
らない。  

（障害児相談支援給付費の額に係る通知等）  

その家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導
しなければならないこととしたものである。 
なお、この証書等には、当該指定障害児相談支援事

業所の名称、当該従業者の氏名を記載するものとし、当
該従業者 写真 貼付 職能 記載 行    望  
い。 

(8) 障害児相談支援給付費 額等 受領（基準第１２
条） 
① 法定代理受領 行   場合

基準第１２条第１項は、指定障害児相談支援事
業者  法定代理受領 行   指定障害児相談支
援を提供した際には、障害児相談支援対象保護者か
ら法第２４条の２６第２項に規定する厚生労働大
臣が定める基準により算定した障害児相談支援給付
費の額の支払を受けることとしたものである。 

② 交通費 受領
同条第２項は、指定障害児相談支援の提供に関

して、前項の支払を受ける額のほか、障害児相談支援
対象保護者の選定により通常の事業の実施地域以外
 地域 居宅    指定障害児相談支援 行 場
合の交通費（移動に要する実費）の支払を障害児
相談支援対象保護者から受けることができることとした
ものである。 

③ 領収証 交付
同条第３項は、前２項の規定による額の支払を受

けた場合には、障害児相談支援対象障害者に対して
領収証 交付             

④ 障害児の事前の同意 
同条第４項は、同条第２項の費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、障害児相談支援
対象保護者に対し、当該サービスの内容及び費用につ
  説明 行  障害児相談支援対象保護者の同意
を得ることとしたものである。 

(9) 障害児負担額 係 管理（第１３条）
指定障害児相談支援事業者は、利用者負担額に係

 管理 行 場合 具体的 取扱       別途通
知するところによるものとする。 

(10) 障害児相談支援給付費の額に係る通知等（基準第
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第十四条  指定障害児相談支援事業者  法定代理受領  
り指定障害児相談支援に係る障害児相談支援給付費の支給
を受けた場合は、障害児相談支援対象保護者に対し、当該障
害児相談支援対象保護者に係る障害児相談支援給付費の額
を通知しなければならない。  

２  指定障害児相談支援事業者は、第十二条第一項の法定
代理受領 行   指定障害児相談支援 係 費用 額 
支払を受けた場合は、その提供した指定障害児相談支援の内
容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提
供証明書を障害児相談支援対象保護者に対して交付しなけれ
ばならない。  

（指定障害児相談支援の具体的取扱方針）  
第十五条  指定障害児相談支援の方針は、第二条に規定する
基本方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。  

一  指定障害児相談支援事業所 管理者  相談支援専門
員 障害児支援利用計画 作成 関  業務 担当    
のとする。  

二  指定障害児相談支援 提供 当     障害児等 立場
 立  懇切丁寧 行    旨   障害児又   家族 対
       提供方法等    理解       説明 行 
とともに、必要に応じ、同じ障害を有する障害児の家族による支
援等適切 手法 通  行       

２  指定障害児相談支援    指定障害児支援利用援助
（法第二十四条 二十六第一項第一号 に規定する指定障
害児支援利用援助    ） 方針  第二条 規定  基
本方針及び前項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げると

１４条） 
① 障害児相談支援対象保護者への通知 

基準第１４条第１項は、指定障害児相談支援事
業者  市町村  法定代理受領   指定障害児
相談支援に係る障害児相談支援給付費の支給を受
けた場合には、障害児相談支援対象保護者に対し、
当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児相談
支援給付費の額を通知することとしたものである。 

② サービス提供証明書の利用者への交付 
同条第２項は、基準第１２条第１項の規定による

額の支払を受けた場合には、提供した指定障害児相
談支援の内容、費用の額その他障害児相談支援対
象保護者が市町村に対し障害児相談支援給付費を
請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス
提供証明書を交付しなければならないこととしたもので
ある。 

(11) 指定障害児相談支援の具体的取扱方針（基準第
１５条） 

障害児に係るアセスメントの実施、障害児支援利用計
画案の作成、サービス担当者会議の開催、障害児支援
利用計画の作成、障害児支援利用計画の実施状況の
把握などの指定障害児相談支援を構成する一連の業務
   方及 当該業務 行 相談支援専門員 責務 
明らかにしたものである。 
① 相談支援専門員による障害児支援利用計画の作成
等（第１項第１号） 
指定障害児相談支援事業所 管理者  障害児

支援利用計画の作成に関する業務を相談支援専門
員に担当させることとしたものである。 

②  指定障害児相談支援 基本的留意点（第１項第２
号） 

指定障害児相談支援は、障害児及びその家族の主
体的な参加及び自らの課題の解決に向けての意欲の
醸成 相   行      重要         
は、指定障害児相談支援について障害児及びその家
族 十分 理解 求          相談支援専
門員は、指定障害児相談支援 懇切丁寧 行   
 旨        提供方法等    理解    
   説明 行    肝要       必要 応 
て、同じ障害を有する障害児の家族   支援等適切
 手法 通  行       
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ころによるものとする。  
一  相談支援専門員  障害児支援利用計画 作成 当  
ては、障害児等の希望等を踏まえて作成するよう努めなければな
らない。  

二  相談支援専門員  障害児支援利用計画 作成 当  
   障害児 自立  日常生活 支援 効果的 行    
障害児の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に
適切 福祉    等 利用 行              
い。  

三  相談支援専門員  障害児支援利用計画 作成 当  
ては、障害児の日常生活全般を支援する観点から、指定通所
支援に加えて、指定通所支援以外の福祉サービス等、当該地
域 住民   自発的 活動       等 利用 含  
障害児支援利用計画上 位置付    努        
い。  

四  相談支援専門員  障害児支援利用計画 作成 開始 
当たっては、障害児等によるサービスの選択に資するよう、当該地
域における指定障害児通所支援事業者等に関するサービスの
内容 利用料等 情報 適正 障害児又   家族 対 て
提供しなければならない。  

五  相談支援専門員  障害児支援利用計画 作成 当  

③ 障害児支援利用計画作成 基本理念（第２項第
１号） 
障害児支援利用計画の作成にあたっては、障害児

等の希望等を踏まえて作成することが基本であることを
明記したものである。 

④ 継続的  計画的 福祉    等 利用（第２
項第２号） 
障害児 自立  日常生活 支援 効果的 行 

ためには、障害児の心身又は家族の状態等に応じて、
継続的かつ計画的に福祉サービス等が提供されること
が重要である。相談支援専門員は、障害児支援利用
計画 作成又 変更 当   継続的  計画的 
支援   観点 立  福祉    等 提供 行 
れるようにすることが必要であり、継続が困難な、あるい
 必要性 乏  福祉    等 利用 助長   
とがあってはならない。 

⑤ 総合的な障害児支援利用計画の作成（第２項第
３号） 
障害児支援利用計画は、障害児の日常生活全般

 支援  観点 立  作成      重要    
このため、障害児支援利用計画 作成又 変更 当
たっては、障害児及びその家族の希望やアセスメントに
基づき、指定通所支援等以外  例   保健医療
サービス、地域生活支援事業等の市町村が一般施策
   行      当該地域 住民   自発的 活
動       等 利用 含  障害児支援利用計
画に位置づけることにより総合的な計画となるよう努め
なければならない。 

⑥ 障害児等によるサービスの選択（第２項第４号） 
相談支援専門員は、障害児等がサービスを選択す

ることを基本に、これを支援するものである。このため、相
談支援専門員は、当該障害児等が居住する地域の
指定障害児通所支援事業者等に関するサービスの内
容 利用料等 情報 適正 障害児又はその家族に
対して提供することにより、障害児等にサービスの選択を
求めるべきものであり、特定の福祉サービス等の事業を
行 者 不当 偏  情報 提供         障
害児等の選択を求めることなく同一の事業主体の福祉
サービスのみによる障害児支援利用計画案を最初から
提示することがあってはならない。 

⑦ アセスメントの実施（第２項第５号） 
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   適切 方法    障害児       心身 状況  
の置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じ
 障害児 希望  生活 障害児 自立  日常生活 営 
ことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握（以下こ
の項及び第三十条第二項第二号ロにおいて「アセスメント」とい
  ） 行          

六  相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、障害児の居
宅 訪問  障害児及   家族 面接           
の場合において、相談支援専門員は、面接の趣旨を障害児及
   家族 対  十分 説明  理解 得         

七  相談支援専門員は、障害児についてのアセスメントに基づき、
当該地域における指定通所支援が提供される体制を勘案して、
当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応する
   最 適切 福祉    等 組合     検討  障害
児及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、
生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標
及   達成時期 福祉    等 種類 内容 量 福祉 
   等 提供  上  留意事項 法第六条 二 二第八
項  規定  厚生労働省令 定  期間 係 提案等 記
載  障害児支援利用計画案 作成          

障害児支援利用計画は、個々の障害児の特性に
応じて作成されることが重要である。このため相談支援
専門員は、障害児支援利用計画 作成 先立 障
害児        行          
アセスメントとは、障害児が既に提供を受けている福

祉サービス等や障害児の状況等の障害児を取り巻く環
境等の評価を通じて障害児が生活の質を維持・向上さ
せていく上で生じている問題点を明らかにし、障害児が
自立  日常生活 営          支援  上
で解決すべき課題を把握することであり、障害児の生活
全般についてその状態を十分把握することが重要であ
る。 
なお、当該アセスメントは、相談支援専門員の個人

的 考 方 手法      行          
障害児の課題を客観的に抽出するための手法として合
理的    認    適切 方法 用    ばなら
ないものである。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、アセス

    記録  ５年間保存          
⑧           留意点（第２項第６号）

相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たって
は、必ず障害児 居宅を訪問し、障害児及びその家族
 面接  行            場合     
障害児やその家族との間の信頼関係、協働関係の構
築が重要であり、相談支援専門員は、面接の趣旨を
障害児及びその家族 対  十分 説明  理解 得
なければならない。このため、相談支援専門員は面接
技法等の研鑽に努めることが重要である。 

⑨ 障害児支援利用計画案の作成（第２項第７号） 
相談支援専門員は、障害児支援利用計画が障害

児の生活の質に直接影響する重要なものであることを
十分 認識  障害児支援利用計画案を作成しなけ
ればならない。したがって、障害児支援利用計画案は、
障害児及びその家族の希望並びに障害児について把
握された解決すべき課題をまず明らかにした上で、当該
地域における指定通所支援が提供される体制を勘案
し、実現可能なものとする必要がある。 
なお、当該障害児支援利用計画案には、提供され

 福祉    等       長期的 目標及   
を達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時
期、市町村に対するモニタリング期間に係る提案等を明
確に盛り込み、当該達成時期にはモニタリングの実施に
より障害児支援利用計画及び各指定通所支援の評
価 行 得         重要    
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八  相談支援専門員  障害児支援利用計画案 位置付  
福祉サービス等について、法第二十一条の五の五第一項 に規
定する障害児通所給付費等の対象となるかどうかを区分した上
  当該障害児支援利用計画案 内容     障害児及 
その家族に対して説明し、文書により障害児等の同意を得なけ
ればならない。  

九  相談支援専門員  障害児支援利用計画案 作成  際
   当該障害児支援利用計画案 障害児等 交付    
ばならない。  

十  相談支援専門員は、通所給付決定を踏まえて障害児支援
利用計画案 変更 行  指定障害児通所支援事業者等 
 他 者  連絡調整等 行          担当者会議
（相談支援専門員 障害児支援利用計画 作成    当
該変更 行  障害児支援利用計画案 位置付  福祉  
ビス等の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招
集  行 会議    以下同  ） 開催等    当該障害
児支援利用計画案 内容    説明 行      担当者
   専門的 見地   意見 求          

⑩ 障害児支援利用計画案の説明及び同意（第２項
第８号） 
障害児支援利用計画案に位置付ける福祉サービス

の選択は、障害児等自身 行    基本     
た、当該計画案は障害児等の希望を尊重して作成さ
れなければならない。このため、当該計画案の作成に当
たって、これに位置付けるサービスについて、また、サービ
スの内容についても障害児等の希望を尊重するととも
に、作成された障害児支援利用計画案についても、最
終的には、その内容について障害児又はその家族に説
明 行  上 文書    障害児等の同意を得ること
を義務づけることにより、障害児等によるサービスの選択
やサービス内容等への障害児等の意向の反映の機会
を保障するものである。 
なお、障害児又はその家族への説明に当たっては、

当該計画案に位置付けたサービスが、利用者負担 
生じる障害児通所給付費等の対象となるか区分した
上 行 必要    

⑪ 障害児支援利用計画案の交付（第２項第９号） 
相談支援専門員は、障害児支援利用計画案を作

成した際には、遅滞なく障害児等に交付しなければなら
ない。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、障害

児支援利用計画案  ５年間保存        
い。 

⑫     担当者会議 開催等   専門的意見 聴
取（第２項第１０号） 
相談支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の

高い障害児支援利用計画を作成するため、通所給付
決定 行   後  各     共通 目標 達成
するための具体的なサービスの内容について、通所給付
決定 内容 踏   変更 行  障害児支援利用
計画案に位置づけた福祉サービス等の担当者（以下
「担当者」という。）からなるサービス担当者会議の開
催等    当該計画案 内容    説明 行   
   専門的 見地   意見 求     重要  
る。なお、相談支援専門員は、複数職種間で直接に
意見調整 行 必要 有無    十分見極  必
要があるものである。 
なお、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成２４年
厚生労働省令第１５号)第１５条において、指定障
害児通所支援事業者は、市町村又は障害児相談支
援事業 行 者 行 連絡調整 協力       
ない旨の規定を置いている。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、会議
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十一  相談支援専門員は、サービス担当者会議を踏まえた障害
児支援利用計画案 内容     障害児及   家族 対
して説明し、文書により障害児等の同意を得なければならない。  

十二  相談支援専門員  障害児支援利用計画 作成  際
   当該障害児支援利用計画 障害児等及 担当者 交
付しなければならない。  

３  指定障害児相談支援    指定継続障害児支援利用援
助（法第二十四条 二十六第一項第二号 に規定する指定
継続障害児支援利用援助    ） 方針  第二条 規定
する基本方針及び前二項に規定する方針に基づき、次の各号
に掲げるところによるものとする。  

一  相談支援専門員  障害児支援利用計画 作成後 障害
児支援利用計画 実施状況 把握（障害児     継続
的な評価を含む。次号及び第三十条第二号ニにおいて「モニタリ
       ） 行  必要 応  障害児支援利用計画 変
更 福祉    等 事業 行 者等  連絡調整  他 便
宜 提供 行      新  通所給付決定 必要    認
められる場合には、障害児等に対し、通所給付決定に係る申請
 勧奨 行       

等 記録  ５年間保存          

⑬ サービス担当者会議を踏まえた障害児支援利用計画
案の説明及び同意（第２項第１１号） 
相談支援専門員は、第８号と同様に第１０号のサ

ービス担当者会議を踏まえた計画案の内容について、
障害児又   家族 対  説明 行  上  文書
によって障害児等の同意を得なければならない。 

⑭ 障害児支援利用計画の交付（第２項第１２号） 
相談支援専門員は、第１０号のサービス担当者会

議を踏まえた障害児支援利用計画案について、第１
１号の障害児等の同意を得た後、障害児支援利用
計画を作成した際には、遅滞なく障害児等及び担当
者に交付しなければならない。 
また、相談支援専門員は、担当者に対して障害児

支援利用計画を交付する際に、当該計画の趣旨及び
内容等について十分に説明し、各担当者との共有、連
携を図った上で、各担当者が自ら提供する福祉サービ
 等 当該計画    位置付  理解      
配慮する必要がある。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、障害

児支援利用計画  ５年間保存          

⑮ 障害児支援利用計画の実施状況等の把握及び評
価等（第３項第１号） 
指定障害児相談支援においては、障害児の有する

解決   課題 即  適切      組 合  
て障害児に提供し続けることが重要である。このために
相談支援専門員は、障害児の解決すべき課題の変化
 留意     重要    障害児支援利用計画の
作成後においても、障害児及びその家族、福祉サービ
  事業 行 者等  連絡 継続的 行       
障害児支援利用計画の実施状況や障害児についての
解決   課題 把握 行  必要 応  障害児
支援利用計画 変更 福祉    事業 行 者等 
 連絡調整  他 便宜 提供 行      新  
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二  相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、障害児及びそ
 家族 福祉    等 事業 行 者等  連絡 継続的 
行      法第六条 二 二第八項 に規定する厚生労働
省令 定  期間   障害児 居宅 訪問  障害児等 面
接するほか、その結果を記録しなければならない。  

三  前項第一号から第七号まで及び第十号から第十二号までの
規定  第一号 規定  障害児支援利用計画 変更   
て準用する。  

四  相談支援専門員  適切 福祉    等 総合的  効
率的 提供   場合      障害児   居宅    日
常生活を営むことが困難となったと認める場合又は障害児等が
指定障害児入所施設等への入所又は入院を希望する場合に
  指定障害児入所施設等  紹介  他 便宜 提供 行
うものとする。  

通所給付決定が必要であると認められる場合には、障
害児等に対し、通所給付決定に係る申請の勧奨 行
うものとする。 
なお、障害児の解決すべき課題の変化は、障害児に

直接     提供  福祉    事業 行 者等 
より把握されることも多いことから、相談支援専門員は、
当該福祉     事業 行 者等     担当者
と緊密な連携を図り、障害児の解決すべき課題の変化
 認    場合   円滑 連絡 行     体
制の整備に努めなければならない。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、福祉

    等 事業 行 者等  連絡調整 関  記
録  ５年間保存          

⑯ モニタリングの実施（第３項第２号） 
相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、障害

児支援利用計画の作成後においても、障害児及びそ
の家族 福祉     事業 行 者等  連絡 継
続的 行      市町村 通所給付決定の際に、
障害児等に対して通知するモニタリング期間ごとに、障
害児 居宅 面接 行    結果 記録     
必要である。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、モニタ

    結果 記録  ５年間保存        
い。 

⑰ 障害児支援利用計画 変更（第３項第３号）
相談支援専門員は、障害児支援利用計画 変更

する際には、原則として、基準第１５条第２項第１号
から第７号及び第１０号から第１２号までに規定さ
れた障害児支援利用計画作成に当たっての一連の業
務 行    必要    
なお、障害児等 希望   軽微 変更（    

提供日時 変更等） 行 場合     必要   
ものとする。ただし、この場合においても、相談支援専門
員が障害児 解決   課題 変化 留意     
重要であることは、同条第３項第１号（障害児支援
利用計画の実施状況等の把握及び評価等）に規定
          念   申 添   

⑱ 指定障害児入所施設等  紹介  他 便宜 提
供（第３項第４号） 
相談支援専門員  適切 福祉    等 総合

的  効率的 提供             障害児
   居宅    日常生活 営    困難    
と認める場合又は障害児が指定障害児入所施設等へ
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五  相談支援専門員は、指定障害児入所施設等から退所又は
退院しようとする障害児又はその家族から依頼があった場合に
  居宅    生活 円滑 移行            必要
 情報 提供及 助言 行 等 援助 行       

（障害児等 対  障害児支援利用計画等 書類 交付）
第十六条  指定障害児相談支援事業者は、障害児等が他の指
定障害児相談支援事業者 利用 希望  場合  他障害
児等から申出があった場合には、当該障害児等に対し、直近の
障害児支援利用計画及   実施状況 関  書類 交付 
なければならない。  

（障害児相談支援対象保護者に関する市町村への通知）  
第十七条  指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談
支援 受    障害児相談支援対象保護者 偽   他不
正 行為    障害児相談支援給付費 支給 受  又 
受          遅滞   意見 付    旨 市町村 
通知しなければならない。  

（管理者 責務）
第十八条  指定障害児相談支援事業所 管理者  当該指
定障害児相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者
 管理 指定障害児相談支援 利用 申込  係 調整 業
務 実施状況 把握  他 管理 一元的 行       
ない。  

２  指定障害児相談支援事業所 管理者  当該指定障害
児相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者にこの
章 規定 遵守     必要 指揮命令 行       

（運営規程）  
第十九条  指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談
支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重
要事項に関する運営規程（第二十三条において「運営規程」と
いう。）を定めておかなければならない。  

一  事業の目的及び運営の方針  

の入所又は入院を希望する場合には、指定障害児入
所施設等  紹介  他 便宜 提供 行     
る。 

⑲ 指定障害児入所施設等との連携（第３項第５
号） 
相談支援専門員は、指定障害児入所施設等から

退所又は退院しようとする障害児又はその家族から障
害児相談支援の依頼があっ 場合   居宅    
生活 円滑 移行      指定障害児入所施設
等と連携を図るとともに、あらかじめ必要な情報の提供
 助言等 援助 行       

(12) 障害児等に対する障害児支援利用計画等の書類の
交付（基準第１６条） 

指定障害児相談支援事業者は、障害児等が他の指
定障害児相談支援事業者 利用 希望  場合  他
障害児等   申出    場合   変更後 指定障
害児相談支援事業者が滞りなく指定障害児相談支援の
業務 行          当該障害児等に対し、直近の
障害児支援利用計画及びその実施状況に関する書類を
交付しなければならないこととしたものである。 

(13) 障害児相談支援対象保護者に関する市町村への通
知（基準第１７条） 

法第５７条の２第１項の規定により、市町村は、偽り
  他不正 手段    障害児相談支援給付費の支
給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた
額 相当  金額 全部又 一部 徴収       
り、指定障害児相談支援事業者は、その障害児相談支
援対象保護者 偽   他不正 手段    障害児相
談支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、
遅滞なく、意見 付  市町村 通知         
こととしたものである。 

(14) 管理者 責務（基準第１８条）
指定障害児相談支援事業所 管理者  従業者及

 業務 一元的管理並  従業者 基準第２章第３
節（運営 関  基準） 遵守      指揮命令 
行    規定        

(15) 運営規程（基準第１９条） 
指定障害児相談支援の事業の適正な運営及び障害

児 対  適切 指定障害児相談支援の提供を確保す
るため、基準第１９条第１号から第８号までに掲げる事
項を内容とする規程を定めることを指定障害児相談支援
事業所   義務          特 次 点 留意
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二  従業者の職種、員数及び職務の内容  
三  営業日及び営業時間  

四  指定障害児相談支援の提供方法及び内容並びに障害児
相談支援対象保護者  受領  費用及   額

五  通常の事業の実施地域  

六  事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該
障害の種類  

七  虐待の防止のための措置に関する事項  
八  その他運営に関する重要事項  

するものとする。 
①  従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

従業者については、相談支援専門員とその他の従業
者に区分し、員数及び職務の内容を記載することとす
る。 

② 指定障害児相談支援の提供方法及び内容並びに
障害児相談支援対象保護者  受領  費用及  
の額（第４号） 
指定障害児相談支援の提供方法及び内容につい

ては、サービスの内容及び障害児相談支援対象保護
者から相談を受ける場所、課題分析の手順等を記載
するものとする。 
障害児相談支援対象保護者  受領  費用及

びその額については、障害児相談支援給付費（法定
代理受領 行   場合 限  ）     基準第
１２条第２項に規定する額を指すものである。 

③ 通常の事業の実施地域（第５号） 
通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特

定されるものとすること。なお、通常の事業の実施地域
  利用申込  係 調整等 観点   目安  
  当該地域 越       行      妨   
のではないものであること。 

④ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合に
は当該障害の種類（第６号） 
指定障害児相談支援事業者は、障害の種類にかか

わらず障害児を受け入れることを基本とするが、サービス
の専門性を確保するためやむを得ないと認められる場合
においては、事業の主たる対象とする障害の種類を特
定して事業を実施することも可能であること。 

⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項（第７号） 
「虐待の防止のための措置」については、「障害者虐

待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する
法律 （平成２３年法律第７９号)において、障害
者虐待を未然に防止するための対策及び虐待が発生
した場合の対応について規定しているところであるが、よ
り実効性を担保する観点から、指定障害児相談支援
事業者は、障害児 対  虐待 早期 発見  迅
速  適切 対応 図      必要 措置   
て、あらかじめ運営規程に定めることとしたものである。 
具体的には、 

ア 虐待の防止に関する責任者の選定 
イ 成年後見制度 利用支援
ウ 苦情解決体制の整備 
エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するため
の研修の実施（研修方法や研修計画等） 

等を指すものであること。 
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（勤務体制の確保等）  
第二十条  指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対し、
適切 指定障害児相談支援 提供      指定障害児相
談支援事業所ごとに、相談支援専門員その他の従業者の勤務
の体制を定めておかなければならない。  

２  指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事
業所ごとに、当該指定障害児相談支援事業所の相談支援専
門員に指定障害児相談支援の業務を担当させなければならな
い。ただし、相談支援専門員の補助の業務については、この限り
でない。  

３  指定障害児相談支援事業者は、相談支援専門員の資質の
向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。  

（設備及び備品等）  

第二十一条  指定障害児相談支援事業者  事業 行   
に必要な広さの区画を有するとともに、指定障害児相談支援の
提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。  

（衛生管理等）  

(16) 勤務体制の確保等（基準第２０条） 
障害児等 対  適切 指定障害児相談支援の提

供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定し
        次 点 留意  必要    
① 基準第２０条第１項は、指定障害児相談支援事
業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業
者については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・
非常勤 別 管理者  兼務関係等 明確     
を定めたものであること 

② 同条第２項は、当該指定障害児相談支援事業所
の従業者によって指定障害児相談支援を提供するべき
ことを規定したものであるが、指定障害児相談支援事
業所の従業者とは、雇用契約その他の契約により、当
該事業所 管理者 指揮命令下   従業者 指 
ものであること。 

③ 同条第３項は、当該指定障害児相談支援事業所
の従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する
研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的
に確保することとしたものであること。 

(17) 設備及び備品等（基準第２１条） 
① 事務室 

指定障害児相談支援事業所には、事業の運営を
行    必要 面積 有  専用 事務室 設  
   望     間仕切   等他 事業 用 供 
るものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の
事務室であっても差し支えない。 
なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支

障がないときは、指定障害児相談支援 事業 行  
めの区画が明確に特定されていれば足りるものとする。 

② 受付等のスペースの確保 
事務室又は指定障害児相談支援 事業 行   

 区画      利用申込  受付 相談     
担当者会議等 対応    適切 スペースを確保す
るものとし、相談のためのスペース等は障害児等が直接
出入りできる等利用    構造    

③ 設備及び備品等 
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談

支援に必要な設備及び備品等を確保するものとする。
ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合
であって、指定障害児相談支援の事業又は当該他の
事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他
の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等
を使用することができるものとする。 
なお、事務室又は区画、設備及び備品等について

は、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を
受けているものであっても差し支えない。 
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第二十二条  指定障害児相談支援事業者は、従業者の清潔の
保持及 健康状態     必要 管理 行        
い。  

２  指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支援事
業所 設備及 備品等     衛生的 管理 努     
ならない。  

（掲示等）  
第二十三条  指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相
談支援事業所 見   場所  運営規程 概要 障害児相
談支援 実施状況 相談支援専門員 有  資格 経験年
数及 勤務 体制  他 利用申込者      選択 資 
ると認められる重要事項を掲示しなければならない。  

２  指定障害児相談支援事業者は、前項に規定する重要事項
の公表に努めなければならない。  

（秘密保持等）  
第二十四条  指定障害児相談支援事業所 従業者及 管理
者  正当 理由      業務上知 得 障害児又   
家族 秘密 漏         

２  指定障害児相談支援事業者  従業者及 管理者   
 者  正当 理由      業務上知 得 障害児又   
家族 秘密 漏          必要 措置 講     
ならない。  

３  指定障害児相談支援事業者は、サービス担当者会議等にお
いて、障害児又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじ
め文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなけれ
ばならない。  

（広告）  

(18) 衛生管理等（基準第２２条） 
指定障害児相談支援事業者は、従業者の清潔の保

持及 健康状態 管理並  指定障害児相談支援事
業所 設備及 備品等 衛生的 管理 努      
を規定したものである。 

(19) 掲示等（第２３条） 
① 基準第２３条第１項は、基準第５条の規定により
指定障害児相談支援の提供開始時に、重要事項
（その内容については(1)参照） 利用申込者 対 
 説明 行  上 同意 得    加  指定障害児
相談支援事業所への当該重要事項の掲示を義務づけ
ることにより、サービス提供が開始された後、継続的にサ
    行     段階     障害児等の保護を
図る趣旨である。 

②  同条第２項は、基本相談支援及び障害児相談支
援 実施状況等 公表        利用申込者 
サービスの選択に資することから、第１項に加え、当該
重要事項の公表に努めるべき旨を規定したものである。 
なお、公表の方法については、ホームページによる掲

載等、適宜工夫すること。 
(20) 秘密保持等（基準第２４条） 
① 基準第２４条第１項は、指定障害児相談支援事
業所 従業者及 管理者    業務上知 得 障
害児又はその家族の秘密の保持を義務づけたものであ
る。 

② 同条第２項は、指定障害児相談支援事業者に対し
て、過去に当該指定障害児相談支援事業所の従業
者及 管理者    者    業務上知 得 障害
児又   家族 秘密 漏         必要 措
置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定
障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支
援事業所の従業者等が、従業者等でなくなった後にお
いてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時
等 取 決  例  違約金     定  置 等の
措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第３項は、相談支援専門員及び障害児支援
利用計画に位置付けられた各福祉サービス等の担当者
が、サービス担当者会議等において障害児又はその家
族の個人情報を用いる場合は、指定障害児相談支援
事業者等は、あらかじめ、文書により障害児又はその家
族から同意を得る必要があることを規定したものである
が、この同意は、サービス提供開始時に障害児及びその
家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものであ
る。 
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第二十五条  指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害
児相談支援事業者について広告をする場合においては、その内
容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。  

（指定障害児通所支援事業者等   利益収受等 禁止）
第二十六条  指定障害児相談支援事業者及び指定障害児相
談支援事業所 管理者  障害児支援利用計画の作成又は
変更 関  当該指定障害児相談支援事業所 相談支援専
門員 対  特定 福祉    等 事業 行 者等     
   位置付    旨 指示等 行        

２  指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員は、障害
児支援利用計画 作成又 変更 関  障害児等 対  特
定 福祉    等 事業 行 者等        利用  
 旨 指示等 行        

３  指定障害児相談支援事業者及びその従業者は、障害児支
援利用計画 作成又 変更 関  障害児 対  特定 福
祉    等 事業 行 者等        利用      
対償    当該福祉    等 事業 行 者等  金品  
他 財産上 利益 収受        

（苦情解決）  
第二十七条  指定障害児相談支援事業者は、その提供した指
定障害児相談支援又 障害児支援利用計画 位置付  福
祉サービス等に関する障害児又はその家族からの苦情に迅速か
 適切 対応      苦情 受付けるための窓口を設置する
等の必要な措置を講じなければならない。  

(21) 障害児通所支援事業者等   利益収受等 禁止
（基準第２６条） 
① 基準第２６条第１項は、障害児支援利用計画の
作成又 変更 関  指定障害児相談支援事業者
及び指定障害児相談支援事業所 管理者 当該指
定障害児相談支援事業所 相談支援専門員 利益
誘導    特定 福祉     事業 行 者等  
      位置付  旨 指示等 行    禁   
のである。これは、障害児支援利用計画があくまで障害
児の解決すべき課題に即したものであることを要求したも
     例   指定障害児相談支援事業者又は
指定障害児相談支援事業所 管理者  同一法人
系列 福祉     事業 行 者   位置付   
うに指示すること等により、解決すべき課題に反するばか
     事実上他 福祉     事業 行 者 利
用を妨げることを指すものである。 

② 同条第２項は、指定障害児相談支援事業所の相
談支援専門員が障害児等 利益誘導    特定 
福祉     事業 行 者        利用   
旨 指示等 行    禁止  規定       前
項 同様 相談支援 公正中立           
例   指定障害児相談支援事業所の相談支援専
門員  同一法人系列 福祉     事業 行 者
   利用     指示    等    解決   
課題に反するばかりでなく、事実上他の福祉サービスの
事業 行 者 利用 妨     指       

③ 同条第３項は、相談支援 公正中立 確保   
めに、指定障害児相談支援事業者及びその従業者
が、障害児等 対  特定 福祉     事業 行 
者等        利用      対償    当該
福祉     事業 行 者等  金品  他 財産
上 利益 享受                  

(22) 苦情解決（基準第２７条） 
① 基準第２７条第１項は、障害児等 保護及 適切
  円滑 指定障害児相談支援及び福祉サービス等
 利用 資     自 提供  指定障害児相談支
援又は障害児支援利用計画に位置付けた福祉サービ
ス等に対する障害児又はその家族からの苦情に迅速か
 適切 対応                     
のために、苦情を受付けるための窓口を設置する等、苦
情解決の体制及び手順等当該事業所における苦情を
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２  指定障害児相談支援事業者は、前項の苦情を受付けた場
合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３  指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児
相談支援に関し、法第二十四条の三十四第一項 の規定によ
 市町村長 行 報告若   帳簿書類  他 物件 提出若
   提示 命令又 当該職員   質問若   指定障害児
相談支援事業所 設備若   帳簿書類  他 物件 検査
 応  及 障害児又   家族   苦情 関  市町村長
 行 調査 協力       市町村長  指導又 助言 
受  場合  当該指導又 助言 従  必要 改善 行 
なければならない。  

４  指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児
相談支援に関し、法第五十七条の三の二第一項 の規定により
市町村 行 報告若   文書  他 物件 提出若   提
示 命令又 当該職員   質問若   指定障害児相談支
援事業所 設備若   帳簿書類  他 物件 検査 応  
及び障害児又   家族   苦情 関  市町村 行 調査
 協力       市町村  指導又 助言 受  場合  
当該指導又 助言 従  必要 改善 行        
い。  

５  指定障害児相談支援事業者は、その提供した指定障害児
相談支援に関し、法第五十七条の三の三第四項 の規定により
都道府県知事 行 報告若   指定障害児相談支援 提供
 記録 帳簿書類  他 物件 提出若   提示 命令又
は当該職員からの質問に応じ、及び障害児又はその家族からの
苦情 関  都道府県知事 行 調査 協力       都
道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は
助言 従  必要 改善 行        い。  

６  指定障害児相談支援事業者は、都道府県知事、市町村又
 市町村長  求     場合   前三項 改善 内容 
都道府県知事又 市町村長 報告          

７  指定障害児相談支援事業者は、社会福祉法第八十三条 

解決するための必要な措置を講じなければならない。 
当該措置の概要については、相談窓口の連絡先、

苦情処理 体制及 手順等 重要事項 記  文書
等に記載して障害児又はその家族に説明するとともに、
事業所に掲示することが望ましい。 

② 同条第２項は、苦情に対し指定障害児相談支援事
業者 組織   迅速  適切 対応     当該
苦情（指定障害児相談支援事業者が提供したサービ
スとは関係のないものを除く。）の受付日、内容等を記
録することを義務付けたものである。また、指定障害児
相談支援事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る
上  重要 情報     認識 立  苦情 内容
を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを自ら
行       
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、苦情

 内容等 記録  ５年間保存          
③ 同条第３項  第６項   規定  住民 最 身
近 行政庁   市町村及 市町村 総括的立場 
ある都道府県が、サービスに関する苦情に対応する必
要が生ずることから、市町村及び都道府県が、指定障
害児相談支援事業者に対する苦情に関する調査や指
導 助言及 報告命令 行     運営基準上 明
確にしたものである。 

④ 同条第７項は、社会福祉法上、都道府県社会福祉
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に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条 の規定によ
 行 調査又         限 協力          

（事故発生時の対応）  
第二十八条  指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対す
る指定障害児相談支援の提供により事故が発生した場合は、
都道府県 市町村 当該障害児 家族等 連絡 行    
に、必要な措置を講じなければならない。  

２  指定障害児相談支援事業者は、前項の事故の状況及び事
故に際して採った処置について、記録しなければならない。  

３  指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障
害児相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、
損害賠償 速   行          

（会計の区分）  
第二十九条  指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相
談支援事業所   経理 区分       指定障害児相談
支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければなら
ない。  

（記録の整備）  
第三十条  指定障害児相談支援事業者は、従業者、設備、備
品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。  

２  指定障害児相談支援事業者は、障害児等に対する指定障
害児相談支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備
  当該指定障害児相談支援 提供  日  五年間保存 
なければならない。  

一  第十五条第三項第一号に規定する福祉サービス等の事業を
行 者等  連絡調整 関  記録

協議会の運営適正化委員会が福祉サービスに関する
苦情 解決    相談等 行          受 
  運営適正化委員会 行 同法第８５条 規定 
 調査又           協力          
ある。 

(23) 事故発生時の対応（基準第２８条） 
障害児等が安心して指定障害児相談支援の提供を受

けられるよう、指定障害児相談支援事業者は、障害児等
に対する指定障害児相談支援の提供により事故が発生し
た場合は、都道府県、市町村、当該障害児の家族等に
対  連絡 行      必要 措置 講     障害
児等に対する指定障害児相談支援の提供により賠償す
  事故 発生  場合  損害賠償 速   行  
ければならないこととしたものである。 
なお、基準第３０条第２項の規定に基づき、事故の

状況及び事故に際して採った処置についての記録は、５
年間保存          ｋ。 
     以下 点 留意        

① 障害児等に対する指定障害児相談支援の提供によ
り事故が発生した場合の対応方法については、あらかじ
め指定障害児相談支援事業者が定めておくことが望ま
しいこと。 

② 指定障害児相談支援事業者は、賠償すべき事態に
   速   賠償 行    損害賠償保険 加入
しておくことが望ましいこと。 

③ 指定障害児相談支援事業者は、事故が生じた際に
はその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる
こと。 
    福祉        危機管理（   マネジ

   ） 関  取 組 指針 （平成１４年３月２
８日福祉        危機管理 関  検討会）
が示されているので、参考にされたい。 

(24) 会計の区分（基準第２９条） 
指定障害児相談支援事業者は、指定障害児相談支

援事業所   経理 区分       指定障害児相
談支援の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなけ
ればならないこととしたものである。 

(25) 記録の整備（基準第３０条） 
基準第３０条第２項により、指定障害児相談支援事

業者は、少なくとも次に掲げる記録をその完結の日から５
年間備                         

① 第１５条第３項第１号に規定する福祉サービス等
 事業 行 者等  連絡調整 関  記録
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二  個々の障害児ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台
帳  

イ 障害児支援利用計画案及 障害児支援利用計画
ロ アセスメントの記録 
ハ サービス担当者会議等の記録 
ニ モニタリングの結果の記録 
三  第十七条の規定による市町村への通知に係る記録  
四  第二十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録  
五  第二十八条第二項に規定する事故の状況及び事故に際し
て採った処置についての記録  

   附 則  
   省令  平成二十四年四月一日  施行   

   附 則 （平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一
二二号） 抄  

（施行期日） 
第一条    省令  平成二十七年一月一日  施行   

② 個々 利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談
支援台帳 
イ 障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計
画 

ロ アセスメントの記録 
ハ サービス担当者会議等の記録 
ニ モニタリングの結果の記録 

③ 第１７条に規定する市町村への通知に係る記録 
④ 第２７条第２項に規定する苦情の内容等の記録 
⑤ 第２８条第２項に規定する事故の状況及び事故に
際して採った処置についての記録 


